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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和３年第３回美幌町議会定例会第４日

目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、８番古舘繁夫さん、９番藤

原公一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１３号から 

      議案第３６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

１３号美幌町議会議員及び美幌町長の選挙

における選挙運動の公費負担に関する条例

の制定についてから議案第３６号令和３年

度美幌町病院事業会計予算についてまでの

２４件を議題といたします。 

 昨日に引き続き、順次、提案者から説明

を求めます。 

 説明に当たっては、簡潔に要点を得た説

明を願います。また、説明者は着席のまま

での説明を許します。 

 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） それでは、議

案第２９号令和３年度美幌町一般会計予算

につきまして御説明いたします。 

 予算書の１１０、１１１ページをお開き

願います。 

 ３款民生費でございます。 

 予算額は２５億８,６９７万円になりま

す。 

 １項、１目社会福祉総務費、１、社会福

祉推進事業の中段、補助金の５行目、ボラ

ンティアポイント事業補助金３６万４,００

０円につきましては、社会福祉協議会が実

施する新規事業に対する一部助成になりま

す。 

 ボランティアへの参加、ボランティア活

動を促進するための補助金を予算計上いた

します。 

 このページの下段になります。 

 ４、傷病見舞金給付事業、負担金、傷病

見舞金３０万円につきましては、国民健康

保険、後期高齢者医療保険に加入されてい

る被保険者が新型コロナに感染し、事業を

営むことができない場合に見舞金を支給す

るための予算計上になります。 

 続いて、１１２、１１３ページをお開き

願います。 

 中段の２、障害者福祉施設維持管理事

業、このうち修繕料の１,１２０万６,００

０円につきましては、新町２丁目の旧田畠

医院を内部改修し、１０月をめどに障がい

福祉団体の活動拠点を整備するための費用

になります。 

 下段になります。 

 ３目高齢者福祉費、１、高齢者福祉推進

事業、業務等委託料の一番下になります介

護職員初任者研修委託料１２６万３,０００
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円につきましては、介護職の人材を確保す

るため、町内において介護資格取得講習会

を開催するための費用になります。 

 次に、１１４、１１５ページになりま

す。 

 一番上の補助金、３行目、介護従事者確

保対策事業補助金２００万円につきまして

は、町内の介護保険施設・事業所に従事し

ようとする方を支援するため、住宅の家

賃、引っ越し費用について、２０万円を上

限に補助いたします。 

 対象とする職種につきましては、介護福

祉士、介護支援専門員を想定しておりま

す。 

 中段から下の３、高齢者生きがい対策事

業、各種行事等報償２８６万円につきまし

ては、７５歳以上の高齢者に対しまして、

御長寿をお祝いし、菓子引換券５００円分

を配付するほか、喜寿、米寿など節目を迎

える皆様に記念品をお渡しするための経費

になります。 

 次に、１１６、１１７ページになりま

す。 

 下段の５目障害福祉費、１、障害福祉事

業、印刷製本費４３万６,０００円につきま

しては、例年配布しておりますこころの健

康相談チラシに加えまして、令和３年度に

おきましては、コロナ禍が続いていること

を踏まえ、こころの健康普及啓発リーフレ

ットを作成し、全戸配布いたします。 

 次に、１１８、１１９ページになりま

す。 

 ３、障害者自立支援事業、負担金の３行

目の地域生活支援拠点整備事業負担金７７

８万９,０００円につきましては、北見地域

１市４町による定住自立圏構想に基づく負

担事業となります。 

 令和３年度は、障がい者を支援し、生活

を支える基幹相談支援センターの運営体制

の整備に伴いまして、負担金が増額となっ

ています。 

 次に、１２０、１２１ページをお開き願

います。 

 ２項、１目児童福祉総務費、１、児童福

祉事務、広告料８万４,０００円につきまし

ては、町立保育園の保育士募集に係る広告

料になります。 

 次に、補助金の２行目、幼稚園等給食費

補助金１,５６６万円につきましては、幼稚

園等を利用する３歳から５歳以上を対象

に、給食費を無償とするための補助金であ

りまして、継続事業となります。 

 その下の結婚新生活支援事業補助金３０

０万円は、結婚して新生活をスタートする

方の経済的な負担を支援するため、新居の

家賃や引っ越し費用につきまして、最大３

０万円を上限に補助いたします。 

 夫婦ともに婚姻時の年齢が３９歳以下、

世帯の所得が４００万円未満であることな

どの要件を満たす場合に対象となります。 

 次に、２、子ども発達支援センター運営

事業につきましては、１２２、１２３ペー

ジになります。 

 ２行目の業務等委託料、療育指導等業務

委託料２２０万円は、美幌療育病院から専

門職員の派遣を受け、療育支援、保護者相

談、発達検査など利用者支援の充実を図る

ための予算計上になります。 

 次に、１２４、１２５ページになりま

す。 

 ２目の保育園費、１、美幌保育園管理運

営事業、６行目の修繕料１１６万１,０００

円は、園庭側ポーチ、ゴムチップの張替え

修繕などの予算措置になります。 

 続いて、業務等委託料の３行目、遮光カ

ーテン作製業務委託料２１万７,０００円に

つきましては、暑さ対策といたしまして、

保育室に遮光カーテンを設置するための経

費になります。 

 続いて、２、東陽保育園管理運営事業、

１２６、１２７ページをお開き願います。 

 上段の庁用備品３万４,０００円につきま

しても、暑さ対策といたしまして、保冷ま

くらを収納するための冷凍庫を購入いたし
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ます。 

 次の機械器具５５万５,０００円は、除雪

機の購入費用となります。 

 続いて、３目へき地保育所費、１、へき

地保育所管理運営事業につきましては、上

美幌保育所の管理運営に要する経費を予算

措置してございます。 

 続いて、１２８、１２９ページをお開き

願います。 

 ４款衛生費です。 

 予算額は、１１億５,４１８万５,０００

円で、前年度から１億２,７００万円余りの

増額となります。 

 １項、１目保健衛生総務費、１、保健衛

生推進事業の中段、補助金の２行目、医療

従事者就業支援補助金１,０００万円につき

ましては、看護師などの医療従事者が町内

の医療機関等に就職した際の住宅準備補

助、就業支援補助を予算措置してございま

す。 

 次に、１３０、１３１ページをお開き願

います。 

 一番上の４、広域事務組合負担事業です

が、こちらにつきましては、後ほど予算参

考資料により、副町長から御説明を申し上

げます。 

 次に、２目予防費、１、感染等予防対策

事業３９８万２,０００円のうち、２７３万

６,０００円につきましては、昨年１１月、

美幌医師会の協力を得て町内に開設された

ＰＣＲ検査センターの管理運営に要する経

費となります。 

 中段になります。 

 ２、予防接種事業、このうち業務等委託

料の２行目、新型コロナウイルスワクチン

接種委託料８,４３７万８,０００円につき

ましては、美幌医師会の御協力の下、体制

の準備を進めておりますワクチン接種に要

する経費になります。 

 続いて、１３２、１３３ページになりま

す。 

 中段の４、健康づくり事業、各種行事等

報償５万円と、一つ飛んで消耗品費４４万

４,０００円のうち７万５,０００円につき

ましては、生活習慣病の予防と早期の発見

と治療を促すため、健康診査を行っており

ますが、受診率を向上させるための経費に

なります。 

 次に、１３４、１３５ページをお開き願

います。 

 ３目環境衛生費、２、墓地・霊園等管理

事業、このうち、業務等委託料の２行目、

不法投棄防止啓発用のぼり旗作製業務委託

料４万７,０００円につきましては、柏ケ丘

霊園、市街共同墓地、びほろ霊園への不法

投棄を防ぐため、のぼり旗を作製するため

の経費になります。 

 続いて、４目環境保全推進費、２、緑化

推進事業の補助金、危険保存樹木等伐採事

業補助金２５万円は、町が指定する保存樹

木、保存樹林について、倒木のおそれがあ

る樹木等を伐採する経費の一部を補助する

ものでございます。 

 下段になります。 

 ５目保健福祉総合センター費、１、保健

福祉総合センター管理運営事業につきまし

ては、次のページをお開き願います。 

 ３行目の修繕料１,３４０万円のうち、

１,１６６万３,０００円と４行下の間仕切

り設置業務委託料３０２万６,０００円、以

上の経費につきましては、民生部が役場新

庁舎へ移転するため、しゃきっとプラザ２

階スペースに間仕切りを設置するなど、一

部改修するための予算措置となります。 

 また、建設から１６年が経過し、屋上の

防水、屋根塗装が必要な状況にありますの

で、臨時避難所としての機能を維持するた

めに修繕を併せて実施いたします。 

 続いて、２項、１目塵芥し尿処理費、

１、ごみ分別収集関連事業、通信運搬費の

１３万２,０００円につきましては、スマホ

対応のごみ分別アプリを導入するための月

額利用料になります。 

 次に、業務等委託料、使用済小型家電処
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理委託料１８０万９,０００円につきまして

は、これまで使用済みの小型家電につきま

しては、資源ごみ収集に併せて回収し、道

内の処理業者へ売払いを行っておりました

が、新たに費用負担が生じることになりま

したので、その処理費用について予算計上

するものでございます。 

 業務等委託料のうち、資源ごみ収集等運

搬業務委託料３,４８９万９,０００円につ

きましては、令和３年度から資源ごみ収集

に併せ、小型の鉄くずを回収することによ

り、増額計上となってございます。 

 次に、１３８、１３９ページをお開き願

います。 

 ３、ごみ処分場維持管理事業、修繕料３,

３０６万５,０００円につきましては、第Ⅲ

期埋立処分場において使用しておりますバ

ケットコンパクターの修繕費用のほか、水

処理施設のポンプ等設備の交換、リサイク

ルセンターのペットボトル減容機の整備な

どの修繕経費を予算措置してございます。 

 また、業務等委託料の一般廃棄物処理基

本計画策定業務委託料５５０万円と、ごみ

処分場現地測量調査業務委託料５２８万

円、ごみ質調査分析業務委託料３３０万

円、以上につきましては、いずれも、次期

廃棄物処理施設の整備に向けた予算措置と

なります。 

 次に、１４２、１４３ページをお開き願

います。 

 ５款労働費になります。予算額は２,５７

０万４,０００円であります。 

 １項、１目労働諸費、１、労働対策事

業、下段の補助金、びほろものづくりフェ

スタ補助金３５万円につきましては、技能

士の技術の実演と体験を通じて、ものづく

りへの関心を高めるために開催されるびほ

ろものづくりフェスタに対する補助金にな

ります。これまでは、夏休みに開催されて

おりましたが、令和３年度におきまして

は、冬休みにおいても開催をする予定のた

め、前年度から５万円の増額計上になりま

す。 

 続きまして、１４４、１４５ページにな

ります。 

 ６款農林水産業費、予算額は６億３,９１

９万４,０００円になります。 

 １項、１目農業委員会費、１、農業委員

会運営事務９３０万１,０００円につきまし

ては、農業委員の活動と事務局の運営に要

する経費になります。 

 下段になります。 

 ４目農業振興費、１、農業振興事業の３

行目、特別旅費５８万１,０００円につきま

しては、農業の担い手不足の解消と障がい

者の雇用の場を確保するため、農業と福祉

の連携に向け、先進地を視察するための経

費について予算措置しております。 

 続いて、１４６、１４７ページになりま

す。 

 上から１０行目、補助金の４行目、美幌

町アスパラ振興推進事業補助金４４万円に

つきましては、高収益作物であるアスパラ

の作付面積を拡大し産地化を図るため、ビ

ニールハウス資材費の一部助成を行いま

す。令和２年度に続いての助成事業であ

り、当初予算においてはハウス２棟分を計

上しております。 

 次に、２、新規就農者等支援事業、補助

金、新規就農者等支援事業補助金１,１０７

万３,０００円につきましては、農業の担い

手に対して、農作業機械の購入や資格取得

に係る経費を助成するもので、新規就農者

１名、新規農業従事者９名を対象に、所要

額を計上しております。 

 下段の６、みらい農業センター管理運営

事業につきましては、次のページをお開き

願います。 

 ６行目の業務等委託料、農村ツーリズム

推進業務委託料２６万４,０００円につきま

しては、修学旅行生を対象に農業体験や農

村生活の場を提供し、都市と農村の交流を

推進しようとするもので、観光まちづくり

協議会と連携した取組となります。 
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 中段から下の８、農業振興施設等整備事

業、補助金、産地生産基盤パワーアップ事

業補助金１８９万１,０００円につきまして

は、農林水産省の補助を活用し、アスパラ

栽培の初期投資を軽減するため、ビニール

ハウス資材費の一部を助成する間接補助事

業となります。 

 次に、５目畜産業費につきましては、次

の１５０、１５１ページをお開き願いま

す。 

 ３、牧野管理運営事業、修繕料８３８万

２,０００円でございます。 

 美幌峠牧場の施設管理に関わる修繕料を

計上していますが、このうちの６９３万４,

０００円につきましては、倒壊、あるいは

損傷の激しい防雪柵１３基を修繕するため

の予算計上になります。 

 次に、６目農地費、２、道営土地改良事

業、負担金１億２,７２５万３,０００円に

つきましては、予算参考資料により、後ほ

ど副町長から事業内容について御説明を申

し上げます。 

 次に、３、団体営土地改良事業、修繕料

２,６０１万２,０００円つきましては、平

成１４年から平成１６年にかけて整備をい

たしました国営かんがい排水事業の水利施

設、リールマシンを３か年でオーバーホー

ルするための予算計上で、令和３年度にお

いては１０台を予定してございます。 

 次に、１５２、１５３ページになりま

す。 

 上から８行目の補助金、多面的機能支払

事業補助金１億２,２６８万２,０００円

は、農用地、水路、農道などの地域資源を

保全し、良好な環境を維持するための活動

に対する補助金でありまして、事業費の４

分の１を町が負担いたします。 

 次に、７目みどりの村管理費、１、みど

りの村維持管理事業、修繕料２８７万１,０

００円につきましては、グリーンビレッジ

美幌の浴室ろ過器の取替えと、森林公園キ

ャンプ場の２連式丸太階段の補修費用にな

ります。 

 続いて、２項、１目林業総務費、こちら

につきましては１５４、１５５ページにな

ります。 

 上から５行目の２、林業推進事業、業務

等委託料の遊具等作製委託料２２万６,００

０円につきましては、林業館きてらすの利

用促進を図るため、遊具と本棚を製作する

ための予算措置になります。 

 次に、中段から下になります。 

 補助金の２行目、町産材活用促進事業補

助金７６０万円であります。ＦＳＣ認証木

材を使用して住宅を新築、増改築する際

に、経費の一部を助成する事業でありまし

て、新年度においては１０棟分を見込んで

の予算措置となります。 

 次に、１５６、１５７ページになりま

す。 

 ２、民有林振興対策事業、このうち、補

助金の森林環境整備事業補助金３,５９４万

４,０００円は、森林資源の適切な管理、森

林整備を図るため、国から交付される森林

環境譲与税を活用し、枝打ちや保育間伐、

間伐などの経費に対しまして助成を行いま

す。 

 次に、積立金３,２９２万円であります

が、こちらの予算措置につきましては、令

和３年度に交付される森林環境譲与税につ

きまして、基金へ積み立てるための計上に

なります。 

 次の３目町有林管理費につきましては、

町有林森林経営計画に基づき、町有林の計

画的な増林、保育、伐採を行うための経費

を計上しています。 

 続いて、１５８、１５９ページになりま

す。 

 ７款商工費、予算額は４億９,７１７万

５,０００円になります。 

 １項、２目商工業振興費、１、商工業振

興推進事業、補助金の３行目、新型コロナ

ウイルス緊急対策利子等補給事業補助金３

２２万２,０００円は、小規模事業者が新た
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に運転資金を借り入れる際に発生する利子

の一部を助成いたします。 

 その下の新型コロナウイルス対策プレミ

アム商品券発行事業補助金４,２７１万９,

０００円につきましては、事業者支援と町

内の消費喚起を目的に、プレミアム率５

０％の商品券を５月と１０月の２回、各２

万セット販売いたします。 

 その下の新型コロナウイルス対策小規模

事業者持続化補助金２５０万円につきまし

ては、国の補助金を活用して、販路拡大、

販売促進に取り組む事業者を支援するため

の上乗せ補助となります。 

 一つ飛んで、店舗等感染予防対策リフォ

ーム促進支援事業補助金１,０００万円につ

きましては、３密回避等の感染予防のため

の店舗、事務所のリフォーム費用を補助す

るもので、補助率は３分の２、１００万円

を上限に補助いたします。 

 以上の補助事業につきましては、いずれ

も新型コロナウイルス対策に関わる継続事

業となります。 

 次に、２、商工業活性化促進事業、補助

金の２行目、事業承継支援事業補助金１５

０万円につきましては、国の小規模事業者

持続化補助金の上乗せ補助になります。 

 販路の拡大や販売促進に取り組む後継者

を支援することで経営の円滑な継承を図る

ための補助事業となります。 

 続いて、１６０、１６１ページになりま

す。 

 ３目観光費、１、観光振興事業、１０行

目の業務等委託料の２行目、観光物産推進

業務委託料４２８万５,０００円につきまし

ては、地域おこし協力隊の制度を活用し、

美幌観光物産協会に隊員１名を配置いたし

ます。 

 特産品の販路拡大、観光振興の推進を図

っていただこうとするものでございます。 

 次に、負担金の５行目、女満別空港整備

利用促進協議会負担金６５万円につきまし

ては、前年度から４５万円の増額計上にな

っております。 

 内容といたしましては、２月１０日にＬ

ＣＣによる女満別－成田線が新規就航いた

しましたが、運航定着を支援するため、協

議会として事業を展開してまいります。 

 次に、３行下の美幌峠再発見実行委員会

負担金９０万円でございますが、摩周、屈

斜路の周遊バス運行に対する継続支援分と

いたしまして、最大６０万円を負担いたし

ます。 

 また、釧路イン・女満別アウトの旅行行

程の定着が見込まれることにより運行する

ひがし北海道エクスプレスバスに対しまし

て、新たに３０万円を助成いたします。 

 次に、３行下のサイクルアドベンチャー

オホーツク推進協議会負担金２３０万円に

つきましては、北見市、網走市、小清水

町、大空町、美幌町の２市３町をエリア

に、サイクリングを通じた滞在型観光を推

進するための経費になります。 

 令和３年度におきましては、美幌町内に

サイクル拠点を整え、レンタサイクル、サ

イクルツアー、サイクルイベントを展開す

る予定であります。 

 次に、補助金の特産品開発支援事業補助

金１５０万円の計上でありますが、びほろ

ブランド認証制度と連携いたしまして、地

域資源を活用した特産品の開発を支援する

もので、新規２件、改良２件、合わせて４

件分を見込んでの計上になります。 

 下段の２、観光施設維持管理事業、修繕

料１,３１０万８,０００円の計上でありま

すが、内容といたしましては、峠の湯びほ

ろの木質チップボイラー熱源ポンプ、炉床

等の交換、脱衣室暖房用外調機の交換、大

浴場ろ過タンク交換などの修繕経費を計上

してございます。 

 続いて、１６２、１６３ページをお開き

願います。 

 ３、観光イベント推進事業、補助金の２

行目、冬まつり補助金２６０万円につきま

しては、第３０回の記念となることから５
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０万円を増額し、イベント内容の充実を図

ろうとするものでございます。 

 次に、４目消費者対策費、１、消費者保

護対策事業、業務等委託料の４行目、ＰＩ

Ｏ－ＮＥＴ回線移設業務委託料７６万５,０

００円につきましては、栄町４丁目の消費

生活センターにつきまして、本年１０月を

めどに保健福祉総合センター２階へ移設す

る予定でございますが、消費生活に関する

相談業務で使用する全国消費生活情報ネッ

トワークシステムの専用回線を移設いたし

ます。 

 ２行下の庁用備品３５万９,０００円につ

きましては、相談業務において使用いたし

ますノートパソコン２台の購入費用となり

ます。 

 次に、１６６、１６７ページになりま

す。 

 ８款土木費になります。予算額は１１億

１,６８５万円の計上でございます。 

 中段の２項、２目道路橋梁維持費、１、

道路橋梁維持管理事業の４行目、修繕料３,

０９６万５,０００円につきましては、道路

照明灯や雨水ます、道路舗装のほか、道路

維持車両などの修繕経費になります。 

 １６８、１６９ページをお開き願いま

す。 

 上から２行目の車両１９７万７,０００円

につきましては、道路維持管理車両、平成

１２年車でございますが、こちらの車両の

更新経費になります。 

 次に、２、道路橋梁補修事業、業務等委

託料、橋梁点検業務委託料２,２９０万円で

ありますが、５年に一度の法定点検であり

まして、５８橋の点検を予定してございま

す。 

 その下の道路標識調査業務委託料５６０

万円は、道路標識３１基、視線誘導標２９

基の点検調査を行うための計上になりま

す。 

 その下の第１１２・５０５・５０９号道

路調査業務委託料１,４２０万円につきまし

ては、新町の町道整備に向けまして、路面

性状調査や工法検討、実施設計などの委託

業務になります。 

 次の実施設計等委託料、稲美橋補修実施

設計委託料７２０万円につきましては、稲

美地区と田中地区を結ぶ東２号線、美幌川

に架設されております稲美橋の長寿命化に

向けた実施設計業務になります。 

 次の工事請負費、東雲橋補修工事３,６３

０万円につきましては、後ほど予算参考資

料により、副町長から工事概要について御

説明を申し上げます。 

 続いて、３、除雪対策事業１億６,８５４

万７,０００円につきましては、直営と民間

業者による除排雪の経費を計上しておりま

す。 

 なお、除排雪委託料６,０８４万２,００

０円につきましては、一斉除雪５回分を見

込んでの計上になります。 

 また、車両７,４００万円につきまして

は、除雪ショベルと除雪ロータリーを各１

台更新するための予算措置になります。 

 このページの一番下、５、堤内排水対策

事業９９９万３,０００円につきましては、

大雨による河川の増水で浸水被害が発生し

ないよう、網走川、美幌川の各樋門にポン

プ５８台を設置し、稼働するための経費に

なります。 

 続いて、１７０、１７１ページになりま

す。 

 ３目道路橋梁新設改良費、１、道路整備

事業１億５,５２０万円と、２、道路改築事

業４,８００万円につきましては、後ほど予

算参考資料により、副町長から工事概要に

ついて御説明を申し上げます。 

 次に、３項、１目河川総務費、１、河川

維持管理事業、負担金の２行目、網走川水

系女満別川緊急浚渫推進事業負担金１８０

万円につきましては、大空町との町界を流

れる女満別川に堆積した土砂を撤去するた

めの費用になります。 

 事業主体は大空町でございますが、その



－ 176 － 

経費の一部について美幌町が負担するため

の計上になります。 

 次に、下段の４項都市計画費につきまし

ては、１７２、１７３ページをお開き願い

ます。 

 ２目公園維持費、１、公園維持管理事

業、修繕料の１,３７０万円につきまして

は、せせらぎ公園の木製階段２か所のほ

か、各公園施設の修繕経費について予算計

上しております。 

 その他の備品４３万３,０００円につきま

しては、せせらぎ公園の第２遊水地に設置

する簡易トイレを購入するための計上にな

ります。 

 続いて、５項の１目住宅総務費、１、建

築事業、下段の補助金、住宅リフォーム促

進補助金３,２６７万円につきましては、リ

フォーム工事の２０％、５０万円を上限に

補助する事業でございまして、新年度は９

０件の申請を見込んでおります。 

 次に、１７４、１７５ページになりま

す。 

 ２、住宅施策計画策定事業、業務等委託

料、耐震改修促進計画策定業務委託料３２

３万２,０００円と、その下の公営住宅等長

寿命化計画策定業務委託料５０２万７,００

０円につきましては、いずれも平成２８年

度に策定いたしました現計画の期間が令和

３年度に終了することから、次期計画を策

定するものでございます。 

 続いて、２目住宅管理費の１、公営住宅

管理事業、６行目の修繕料１,５１２万円に

つきましては、町営住宅及び指定管理を受

けております道営住宅の修繕経費になりま

す。 

 中段から下の施設等借上料６,５６９万円

につきましては、借上公営住宅８団地、５

９戸の借上料を予算措置しています。 

 その下の工事請負費、三橋南団地共同階

段手摺設置工事９８１万８,０００円につき

ましては、入居者が安心して生活を送れる

ように公営住宅の共同階段に手すりを設置

するものでございまして、令和３年度にお

いては、三橋南団地３棟８０戸を対象に整

備をいたします。 

 続いて、１７６、１７７ページになりま

す。 

 ９款消防費、予算額は４億２,８３５万

９,０００円の計上でございます。 

 １項、１目消防費、１、広域事務組合負

担事業４億２,８３５万９,０００円につき

ましては、後ほど予算参考資料により副町

長から御説明を申し上げます。 

 １７８、１７９ページをお開き願いま

す。 

 １０款教育費、予算額は７億５,８７２万

９,０００円でございます。 

 屋内多目的運動場の整備完了に伴いまし

て、前年度から６億６,０００万円余りの減

額となります。 

 １項の下段、３目教育振興費、１、教育

振興事業、補助金１,３４４万８,０００円

につきましては、少子化の影響により入学

者の減少が続いている美幌高等学校に対す

る補助金となります。 

 間口対策補助金５５０万円は、入学する

生徒に対する就学援助といたしまして、普

通科は５万円、農業科は１０万円を交付い

たします。 

 教育支援事業補助金７９４万８,０００円

は、寄宿舎報徳寮の運営補助に加え、新年

度からは寄宿舎に入寮できない女子生徒を

対象に、下宿費用の一部を補助いたしま

す。 

 また、次年度から農業科の道外入学者枠

が現行の２名から４名に拡充されますの

で、東京や大阪で開催される地域みらい留

学フェスタに参加する経費について補助を

行います。 

 ほかにも、生徒募集やオンライン学習、

商品開発など継続支援をすることによりま

して、生徒確保の取組を推進してまいりま

す。 

 次に、１８０、１８１ページをお開き願
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います。 

 ２、学校教育振興事業の６行目、消耗品

費のうち３８万２,０００円と、中ほどの庁

用備品１０７万円、機械器具の５９万３,０

００円、教育備品２１万１,０００円、以上

の経費につきましては、東陽小学校と旭小

学校にイングリッシュルームを開設するた

めの費用になります。 

 令和２年度においては、美幌小学校に開

設を行いましたが、令和３年度は全校で開

設し、外国語教育の充実を図ってまいりま

す。 

 続いて、１８２、１８３ページになりま

す。 

 中段の２項、１目学校管理費、１、小学

校管理事業、８行目の修繕料１,６６６万

６,０００円につきましては、美幌小学校の

プールろ過器のろ過砂交換、東陽小学校の

図書室の床張替え、旭小学校体育館の暗幕

取替えなどの修繕経費になります。 

 次に、１８４、１８５ページになりま

す。 

 １２行目の庁用備品１,１５１万５,００

０円のうち１,１４７万８,０００円につき

ましては、旭小学校の教員用パソコン２４

台の更新費用になります。 

 一つ飛んで、教育備品１００万円につき

ましては、吹奏楽の楽器更新に要する予算

措置となります。 

 中段になりますが、２、小学校スクール

バス運行事業、業務等委託料、スクールバ

ス運行業務委託料３,８４０万９,０００円

の計上でございますが、令和３年度から契

約内容、委託料の積算方法の見直しを行っ

ています。これまでは、１キロメートル当

たりの運行単価を設定し、運行実績により

委託料を支払っておりましたが、臨時休校

などで運行されない期間が長期に及んだ場

合、車両を維持するための事業者負担が課

題となっておりました。このため、令和３

年度からは人件費や車検などの固定経費と

燃料費などの運行経費を区分して契約し、

運行実績がない場合も固定経費が支払われ

る方式に変更するものでございます。 

 次に、２目の教育振興費、１、小学校教

材整備事業のうち、修繕料と通信運搬費、

業務等委託料のコンピューター等保守委託

料、著作権等使用料、使用料のうち３５７

万５,０００円、以上につきましては、１人

１台端末のＧＩＧＡスクール構想に関わる

運用経費となります。 

 また、この事業の消耗品費２７９万２,０

００円のうち１５２万９,０００円及び使用

料のうち３５万７,０００円、庁用備品３３

万７,０００円につきましては、学校図書館

の充実を図るための予算計上になります。 

 次に、１８６、１８７ページをお開き願

います。 

 ３目特別支援学級費になります。 

 １、小学校特別支援学級管理事業、５行

目の修繕料８２万４,０００円につきまして

は、美幌小学校のことばの教室プレイルー

ムに防音カーテンを取り付けるための費用

になります。 

 次に、３項、１目学校管理費、１、中学

校管理事業、修繕料５０３万６,０００円に

つきましては、美幌中学校の体育館の防球

ネット、北中学校の家庭科室の給湯設備な

どの修繕経費になります。 

 続いて、１８８、１８９ページになりま

す。 

 中段の２、中学校スクールバス運行事

業、業務等委託料、スクールバス運行業務

委託料３,７６１万４,０００円につきまし

ては、先ほど小学校費において御説明を申

し上げましたが、今回から契約内容の見直

しを行うものでございます。 

 次に、２目教育振興費、１、中学校教材

整備事業のうち修繕料と通信運搬費、業務

等委託料のコンピューター等保守委託料、

著作権等使用料、使用料のうち１７５万７,

０００円につきましては、１人１台端末の

ＧＩＧＡスクール構想に係る運用経費でご

ざいます。 
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 また、消耗品費５９４万４,０００円のう

ち１１０万８,０００円と、使用料のうちの

２３万８,０００円、さらに、次のページに

なりますが、一番上の庁用備品１４万６,０

００円、以上の経費につきましては、学校

図書館の充実を図るための予算措置となり

ます。 

 続いて、４項、１目社会教育総務費、下

段の２、社会教育推進事業１５１万５,００

０円につきましては、社会教育委員の活動

に要する経費のほか、第８次美幌町社会教

育中期計画の策定に係る経費を計上いたし

ます。 

 続いて、１９２、１９３ページをお開き

願います。 

 ２目社会教育振興費、中段から下の３、

成人教育事業１７４万９,０００円につきま

しては、町民の自主的な学習機会の創出、

提供に係る経費のほか、町内在住の外国人

の方に日本の伝統文化や教養に触れる機会

を提供する多文化共生推進事業、さらに

は、美幌町出身のアスリートなどに講師を

依頼するふるさと人材教育事業を推進する

ための予算計上となります。 

 次に、１９４、１９５ページになりま

す。 

 ５、芸術文化振興事業、このうちの負担

金の２行目、芸術文化鑑賞事業負担金５３

０万円につきましては、美幌町にゆかりの

あるアーティストの公演、親子で楽しめる

芸術鑑賞を企画する実行委員会に対する負

担金となります。 

 次に、３目社会教育施設費、１、町民会

館等管理運営事業、６行目の修繕料２５５

万６,０００円につきましては、びほーる客

席誘導灯の交換、びほーる舞台階段手すり

取付けなどの修繕経費になります。 

 次に、１９６、１９７ページになりま

す。 

 上から７行目の機械器具３１万９,０００

円は、びほーる舞台運営で使用するスピー

カー２台の更新と、新たにワイヤレスマイ

ク用ヘッドセット２台を購入するための予

算計上であります。 

 次に、１９８、１９９ページになりま

す。 

 ５目図書館費、１、図書館運営事業に

は、老朽化と狭隘化が進んでいる図書館の

将来の建て替えを見据え、機能と役割、整

備の方向性を調査検討するための費用を計

上しています。 

 ３行目の各種研修等報償１３万５,０００

円につきましては、新たに組織する図書館

整備検討委員会のアドバイザーに係る報償

となります。 

 その下の費用弁償につきましては、図書

館整備検討委員会による道内先進地の視察

に係る費用弁償でございます。 

 次の２００、２０１ページをお開き願い

ます。 

 ６目博物館費、１、博物館運営事業、９

行目の修繕料１,８７８万６,０００円は、

上屋根及び一部外壁の改修のほか、非常照

明器具の交換、物見の塔の窓などの修繕経

費になります。 

 次に、中段から下の業務等委託料、展示

台作製業務委託料７７万９,０００円は、第

１展示室の生活資料展示コーナーの展示構

成を見直すための費用になります。 

 次に、２０２、２０３ページをお開き願

います。 

 ２、博物館活動推進事業、中段の業務等

委託料、標本等作製委託料４９万４,０００

円は、特別展において使用する植物レプリ

カ標本を作製するもので、特別展で使用し

た後は第１展示室へ移設する予定となって

ございます。 

 次に、７目文化財保護費、１、文化財保

護事業、このうちの業務等委託料、かしわ

の木保全作業委託料２６０万円でございま

すが、町の指定文化財に登録されておりま

す美小のカシワの木の傷みが進んでいるこ

とから、必要な処置を施すための予算措置

となります。令和３年度は病変部の樹木治
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療を行いまして、令和４年度に土壌改良を

計画しています。 

 次に、２０４、２０５ページをお開き願

います。 

 ５項、１目保健体育総務費、１、スポー

ツ推進事業、中段から下の補助金、２行目

のスポーツ団体合宿事業補助金１６３万５,

０００円は、防衛大学ラグビー部の受入れ

を予定しています。 

 次に、２、スポーツ大会開催事業、負担

金の２行目、１００ｋｍデュアスロン大会

負担金３６０万円につきましては、令和３

年度が第３５回の記念大会となりますの

で、負担金を１００万円増額しての計上に

なります。 

 また、下段の３、未来のアスリート応援

事業につきましては、東京オリンピック・

パラリンピックを契機といたしまして、ス

ポーツに励んでいる子どもたち、夢に向か

って努力している子どもたちを応援するた

めの経費を予算措置してございます。 

 次に、２０６、２０７ページになりま

す。 

 ２目体育施設費、１、屋内体育施設維持

管理事業、下から７行目の機械器具７８万

７,０００円につきましては、トレーニング

センターの筋肉の量を計測するマルチ周波

数体組成計の更新を行うものでございま

す。 

 その下の教育備品１０８万５,０００円に

つきましては、ランニングマシン１台を更

新いたします。 

 次に、２０８、２０９ページをお開き願

います。 

 上から７行目の修繕料４４５万円は、柏

ヶ丘野球場のマウンド改修、あさひ多目的

広場の芝生再生化などの修繕経費となりま

す。 

 中段から下の機械器具４８８万７,０００

円は、網走川河畔公園運動広場パークゴル

フ場の管理で使用いたしますスポーツトラ

クター、ロータリーモア、ハイバキューム

の更新経費となります。 

 次に、３目の学校給食センター費、１、

学校給食運営事業、一番下の賄材料費７,４

９６万６,０００円のうち１００万円につき

ましては、美幌産の食材を使用した給食を

提供するための経費になります。 

 また、３０万円につきましては、美幌高

校生に美高うどん、美高ラーメンを給食提

供するための経費となりまして、年３回の

給食提供を予定しての計上でございます。 

 次に、２１０、２１１ページになりま

す。 

 補助金、学校給食費補助金７２１万８,０

００円は、多子世帯の子育て支援策といた

しまして、第３子以降の給食費を無償とす

るための補助金で、継続事業となります。 

 ２、学校給食センター維持管理事業、４

行目の修繕料５９７万円でありますが、内

訳といたしましては、照明器具のＬＥＤ

化、放流ポンプ交換などの修繕経費となり

ます。 

 また、下から５行目の機械器具９１万９,

０００円につきましては、吸収式冷温水機

のリース期間終了に伴う買取り経費となり

ます。 

 次に、２１２、２１３ページになりま

す。 

 １１款公債費であります。 

 予算額は９億９,２９２万９,０００円、

前年度から８,７００万円余りの増加となり

ます。 

 １項、１目の元金、１、町債元金償還金

は９億４,３８５万４,０００円の計上で

す。 

 町債の現在高につきましては、令和２年

度末見込みが１１４億１,４０６万３,００

０円でありますが、令和３年度における償

還金と新たな借入れを合わせた３年度末の

予定残高は１１４億３,６００万円余りを見

込んでおります。 

 なお、詳細につきましては、予算書の２

３２ページ並びに予算説明資料の２６７ペ
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ージに掲載してございますので、後ほど御

確認をいただければと思います。 

 次に、２目の利子、１、町債利子償還金

につきましては４,８６０万５,０００円

を、２の一時借入金利子につきましては４

７万円を、それぞれ計上しています。 

 続いて、２１４、２１５ページになりま

す。 

 １２款職員給与費、予算額は１９億１,９

４１万８,０００円の計上でございます。 

 １項、１目職員給与費、１、職員給与支

給事務１２億７,３３４万円につきまして

は、特別職３名、一般職１６４名の給与に

なります。 

 積算内訳を予算書の２１８ページ以降に

掲載しておりますので、御確認をいただけ

ればと思います。 

 次に、２、会計年度任用職員給与支給事

務６億４,６０７万８,０００円につきまし

ては、フルタイム８１名、パートタイム１

９５名の給与になります。 

 予算説明資料２４５、２４６ページに所

属別の職員数の内訳を掲載していますの

で、後ほど御確認をいただければと思いま

す。 

 続いて、２１６、２１７ページになりま

す。 

 １３款予備費につきましては、前年度と

同額の１００万円を予算計上してございま

す。 

 それでは、２款の役場庁舎改築事業、６

款の道営土地改良事業負担金、８款の道路

橋梁補修事業、道路整備事業、道路改築事

業、４款及び９款の美幌・津別広域事務組

合負担金、以上につきまして副町長より御

説明を申し上げます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

 再開は、１１時１５分といたします。 

午前１１時０３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） それでは、主要

事業につきまして御説明をさせていただき

ますので、令和３年度各会計予算参考資料

の５９ページをお開き願います。 

 ３、道営土地改良事業計画概要でありま

す。 

 初めに、水利施設等保全高度化事業であ

ります。 

 まず１点目は、豊高第２地区でありま

す。 

 区域は、豊岡、高野で、平成２９年度か

ら令和５年度までの継続事業で、事業内容

は面整備です。 

 令和３年度は、区画整理、暗渠排水を行

い、事業費は２億２,２３０万円でございま

す。 

 次に、二つ目の田中第２地区でありま

す。 

 区域は、日並、田中、報徳、瑞治で、令

和元年度から令和８年度までの継続事業

で、事業内容は面整備であります。 

 令和３年度は、区画整理、暗渠排水を行

い、事業費は２億１,３６８万円でございま

す。 

 次に、三つ目の中央美和地区でありま

す。 

 区域は、栄森、美和、昭野、美禽の一部

で、令和２年度から令和１０年度までの継

続事業で、事業内容は農業用用排水施設と

面整備であります。 

 令和３年度は、農業用用排水施設に係る

支線及び圃場内配管の実施設計を行い、事

業費は１億８,０００万円でございます。 

 次に、草地畜産基盤整備事業でありま

す。 

 美幌日並地区の区域は日並で、事業期間

は平成２９年度から令和４年度であり、Ｊ

Ａびほろ所有の日並牧場の基盤整備事業の
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継続であります。 

 令和３年度は、草地整備、道路、隔障

物、畜産車の整備を行い、事業費は９,００

０万円となりますが、土地改良事業法上、

申請及び法手続は美幌町が実施し、負担に

つきましては全額受益者が負担するものと

なり、歳入歳出はトンネル予算となってお

ります。 

 令和３年度の水利施設等保全高度化事業

の事業費は６億１,５９８万円、草地畜産基

盤整備事業の事業費は９,０００万円となり

ます。 

 財源内訳につきましては、水利施設等保

全高度化事業の負担割合は、国が５５％、

道が２８％、地元負担が１７％で、地元負

担のうち、農家負担が７.５％、残り９.

５％を道のパワーアップ事業と町で４.７

５％ずつの負担を予定するもので、平成２

７年度から農業経営高度化促進事業による

国の補助金を活用することにより、道及び

町の負担を一部軽減し、町の負担総額は６

億１,５９８万円のうち、約４.４％の２,６

９５万円を予定しています。 

 また、草地畜産基盤整備事業の負担割合

は、国が５０％、道が２５％、地元が２

５％となり、町の負担につきましてはござ

いません。 

 次に、同じく参考資料の７９ページをお

開き願います。 

 ９、広域事務組合、美幌・津別広域事務

組合負担金内訳であります。 

 まず、津別町との負担割合でございます

が、総務の議会費、監査委員費、予備費は

美幌町と津別町５０％で、一般管理費は、

令和２年国勢調査の公表が本年１１月予定

のため、平成２７年国勢調査の人口割によ

り算出し、美幌町８０.２１％、津別町１

９.７９％で、いずれも前年度と同じ負担割

合となっております。 

 衛生の火葬場、経常費も同じく人口割で

算出し、美幌町８０.２１％、津別町１９.

７９％と、前年度と同じ負担割合でありま

す。 

 消防につきましては、消防本部費及び通

信指令業務運営費は、人口、世帯、面積、

財政、団員割により算出し、美幌町７２.

８％、津別町２７.２％で、前年度より美幌

町０.２６％の減、津別町０.２６％の増と

なっております。 

 次に、通信指令施設管理費及び公債費の

通信指令機器移設事業は、美幌町と津別町

５０％で、前年度と同じ負担割合でありま

す。 

 また、公債費の消防庁舎改築工事事業に

つきましては、消防本部及び通信指令施設

の面積按分による負担割合となっておりま

す。 

 美幌消防費及び公債費の車両整備事業等

につきましては、美幌町１００％の負担で

ございます。 

 令和３年度、広域事務組合の予算額は、

下段合計欄の５億８,８１１万９,０００円

で、負担割合に基づく美幌町の負担につき

ましては、４億４,７３８万１,０００円、

対前年度比で１７.４％の減となっておりま

す。 

 組合の主な事業でございますが、火葬場

施設につきましては、火葬炉の耐火物及び

誘引排風機の修繕など、火葬機能の維持管

理に万全を期してまいります。 

 また、火葬場正面の外壁塗装修繕によ

り、施設景観の美化に努め、待合ホール照

明器具の取替え修繕など、利用者に配慮し

て施設整備を図ってまいります。 

 消防関係につきましては、消防庁舎の事

務所棟など１期工事を終え、一部供用開始

しておりますが、２期工事の車庫棟及び訓

練棟の建設並びに外構工事など、消防活動

拠点施設の完成に向けて事業を進めてまい

ります。 

 また、北海道消防学校の専科教育課程に

職員を派遣し、消防活動機能の向上を図る

とともに、北見赤十字病院などで救急救命

士の生涯研修を継続し、高度な救命措置の
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提供に取り組んでまいります。 

 予算参考資料につきましては以上でござ

います。 

 次に、予算工事関係参考資料について御

説明いたしますので、予算参考資料の最後

につづってある令和３年度予算工事関係参

考資料の１ページをお開き願います。 

 庁舎改築等事業でございます。 

 役場庁舎公用車車庫等建設工事、駐車場

整備工事につきましては、本年５月の新庁

舎の供用開始後に、現庁舎の解体及び外構

工事の施行準備を始め、年内に駐車場、年

明けにカバードウオーク、公有車車庫等の

整備完了を見込んでいるところでございま

す。 

 事業内容につきましては、図面上部の新

庁舎北側、図面番号①の箇所にごみ庫、図

面番号②の箇所に公用車２台収容の車庫と

物置、図面中央部の新庁舎南側正面玄関前

の図面番号③の箇所にカバードウオーク、

④の箇所に思いやり駐車場２台分、思いや

り駐車場の南側の図面番号⑤の箇所に公用

車１０台収容の車庫を建設し、図面中央部

の新庁舎の南側に８５台分の一般駐車場、

一般駐車場の東側と新庁舎北側に公用車駐

車場、一般駐車場の南側、図面の下部に職

員駐車場を整備いたします。 

 工事費は、公用車車庫等建設工事１億７

０１万８,０００円、駐車場整備工事１億

１,４０６万３,０００円を計上しており、

財源につきましては、後年度元利償還金の

３０％が交付税措置される公共施設等適正

管理推進事業債と役場庁舎改築基金を見込

んでいるところでございます。 

 続いて、２ページをお開き願います。 

 道路橋梁補修事業でございます。 

 図面番号①第８号道路東雲橋は、三橋

南、ダイソー様の東側に位置する橋長２７.

６メートルの橋梁であります。 

 本事業は、橋梁長寿命化修繕計画に基づ

く令和元年度からの橋梁補修事業で、令和

３年度は地覆断面の補修、主桁、支承の塗

装、床版ひび割れ補修を行い、事業完了の

予定でございます。 

 工事費は３,６３０万円を計上しており、

財源は、国庫補助金として道路メンテナン

ス事業補助金、補助率１０分の６、補助残

は過疎債で充当率１００％、うち後年度元

利償還金の７０％が交付税措置されるもの

を活用した整備を予定しております。 

 続いて、３ページをお開き願います。 

 道路整備事業でございます。 

 図面左上の図面番号①第５０３号道路

は、新町１丁目伊藤様宅から道道北見端野

美幌線までの車道幅員５.０メートル、全長

１４７メートルの改良舗装を予定しており

ます。 

 次に、図面右上の図面番号②第５３２号

道路は、報徳陽光台団地、川又様地先交差

点から桐山様宅までの車道幅員５.５メート

ル、歩道幅員１.２５メートル、延長１７０

メートルの改良舗装を予定しております。 

 次に、右下の図面番号③第３５２号道路

は、青山南木村様宅から青葉１丁目楠様宅

までの車道幅員５.５メートル、延長２５０

メートルの舗装補修を予定しております。 

 次に、左下の図面番号④第１０２号道路

は、東３条南２丁目、３丁目鳥井様宅から

東４条南２丁目亀田様宅までの車道幅員６.

０メートル、延長１１０メートルの舗装補

修を予定しております。 

 次に、図面右中央部の図面番号⑤、⑥第

９号道路は、三橋町１丁目、日の出１丁目

パチンコひまわり様駐車場から網走信用金

庫稲美支店様手前までの車道幅員１１メー

トル、延長１６８メートルの舗装補修と、

歩道幅員３.５メートル、西側延長８６メー

トル、東側延長１３５メートルの歩道の改

良舗装を予定しております。 

 次に、図面中央部の図面番号⑦第８号道

路は、東町２丁目、国道３９号線各務様宅

から斉藤様宅までの東側歩道幅員３.０メー

トル、延長２６０メートルの改良舗装を予

定しております。 
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 ただいま御説明いたしました７本の道路

整備事業の工事費につきましては、１億５,

５２０万円を計上しており、いずれも過疎

債、充当率１００％、うち後年度元利償還

金の７０％が交付税措置されるものを活用

した整備を予定しております。 

 続きまして、４ページをお開き願いま

す。 

 道路改築事業であります。 

 図面番号①２６２号道路は、平成２８年

度から改良舗装を年次計画で実施してお

り、令和３年度は大通南４丁目、東１条南

４丁目本田様宅から大通南５丁目、東１条

南５丁目篠原様宅までの車道幅員８.５メー

トル、歩道幅員２.５メートル、延長１１

５.５メートルの改良舗装を行い、事業完了

の予定でございます。 

 工事費は４,８００万円を計上しており、

財源内訳は、国庫補助金として社会資本整

備総合交付金、補助率１０分の６、補助残

は過疎債、充当率１００％、うち後年度元

利償還金の７０％が交付税措置されるもの

を活用した整備を予定しております。 

 続いて、５ページをお開き願います。 

 広域事務組合負担事業であります。 

 本負担金事業は、美幌・津別広域事務組

合の事業として、美幌消防庁舎外構工事を

行うもので、新消防庁舎の完成後に、図面

左側の消防車車庫前のコンクリート舗装か

ら着手し、消防庁舎の南側に１２台分の来

庁者用駐車場、北側に訓練場兼職員・団員

用駐車場のアスファルト舗装の順に工事を

進め、本年１１月に完成する予定でありま

す。 

 工事費は７,６７６万円で、財源は緊急防

災・減災事業債、充当率１００％、うち後

年度元利償還金の７０％が交付税措置され

るものを活用した整備を予定しておりま

す。 

 以上、主要事業につきまして御説明申し

上げましたので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 続きまして、

歳入について御説明を申し上げます。 

 予算書の２０、２１ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 ２、歳入になります。 

 １款町税につきましては、前年度から３,

４６５万２,０００円の減、総額で２１億

７,７００万９,０００円を見込んでござい

ます。 

 １項、１目個人町民税は、新型コロナウ

イルス感染症の影響などにより、給与所得

及び営業所得の減少により５２９万３,００

０円の減、８億５,６３６万９,０００円を

見込んでございます。 

 ２目法人町民税は、新型コロナウイルス

感染症の影響による運輸業、娯楽業の税割

の減少に伴い６７万円の減、１億２,１１８

万４,０００円を見込んでおります。 

 ２項、１目固定資産税は、評価替え及び

新型コロナウイルス減免特例により、２,２

３８万９,０００円の減、８億５,５５１万

７,０００円を計上しております。 

 下段の５項、１目都市計画税につきまし

ても、固定資産税と同様の理由により、５

１９万円の減、１億１,６４０万２,０００

円を見込んでございます。 

 次に、２４、２５ページをお開き願いま

す。 

 ２款地方譲与税につきましては、９３５

万９,０００円の減、総額で１億６,９６６

万３,０００円を計上しております。 

 １項の地方揮発油譲与税は、揮発油、ガ

ソリンに対して課される税で、地方揮発油

税の４２％が市町村に交付されますが、３,

５４０万円を計上しております。 

 ２項の自動車重量譲与税は、自動車重量

税の１,０００分の４０７が市町村の道路延

長及び道路の面積に基づき譲与されるもの

で、１億１１７万５,０００円を見込んでお

ります。 

 ５項森林環境譲与税は、地球温暖化の防
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止と山地災害の防止を図るため、市町村が

実施する森林整備事業に対して譲与される

もので、３,２９１万５,０００円を見込ん

でございます。 

 次に、２６、２７ページになります。 

 ３款利子割交付金につきましては、道民

税の利子割の９９％について、その５分の

３相当額が市町村の個人道民税に按分され

市町村に交付されますが、２６８万５,００

０円を見込んでの計上でございます。 

 ２８、２９ページになります。 

 ４款配当割交付金につきましては、個人

に係る株式の配当に対しまして５％が特別

徴収され、そのうちの９９％の５分の３相

当額が市町村へ交付されます。 

 予算計上額は４５８万５,０００円でござ

います。 

 続いて、３０、３１ページをお開き願い

ます。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金につきまし

ては、所得税において源泉徴収を選択した

特定口座における株式等の譲渡所得に対

し、特別徴収税額の９９％の５分の３相当

額が交付されるものでありまして、予算計

上額は３０３万６,０００円を見込んでござ

います。 

 次に、３２、３３ページになります。 

 ６款法人事業税交付金につきましては、

令和元年１０月の消費税率の引上げに伴

い、地域間の税源の偏在性を是正するた

め、北海道に納付される法人事業税の１０

０分の７.７相当額が市町村に交付されま

す。 

 予算計上額は７７５万９,０００円となり

ます。 

 次に、３４、３５ページをお開き願いま

す。 

 ７款の地方消費税交付金につきまして

は、地方財政計画における交付金の減少率

を勘案し、４億１,８００万１,０００円を

計上してございます。 

 消費税につきましては、地方消費税と合

わせた税率が平成２６年４月に５％から

８％へ、令和元年１０月には１０％へと引

上げになってございますが、引上げ分の地

方消費税交付金につきましては、その全額

を社会保障経費へ充てることになっており

ます。 

 なお、予算書の参考資料の８０ページに

その使途を明示してございますので、後ほ

ど御確認をいただければと思います。 

 続いて、３６、３７ページになります。 

 ８款の自動車取得税交付金でございま

す。 

 過年度精算分の科目設定になります。 

 次に、３８、３９ページになります。 

 ９款環境性能割交付金につきましては、

令和元年１０月の消費税率の引上げに伴い

まして、従来の自動車取得税が廃止され、

新たに創設された交付金となります。 

 予算計上額は９４５万５,０００円でござ

います。 

 次に、４０、４１ページをお開き願いま

す。 

 １０款の国有提供施設等所在市町村助成

交付金につきましては、３２万１,０００円

を見込んでおります。 

 続いて、４２、４３ページになります。 

 １１款地方特例交付金、１項地方特例交

付金につきましては、個人住民税における

住宅借入金特別控除及び自動車税並びに軽

自動車税の環境性能割における市町村の減

収分を補塡するために交付されるものです

が、１,３１１万２,０００円を見込んでご

ざいます。 

 ２項の新型コロナウイルス感染症対策地

方税減収補塡特別交付金につきましては、

中小事業者等が所有する償却資産と事業用

家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減

収分について、その全額を国が補塡するも

ので、１,０１５万５,０００円を見込んで

の計上となってございます。 

 なお、この交付金につきましては、令和

３年度の課税分に限っての特例措置となっ
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てございます。 

 次に、４４、４５ページをお開き願いま

す。 

 １２款地方交付税であります。 

 前年度から６,０００万円の減、３８億

３,５００万円を計上してございます。 

 地方交付税につきましては、地方公共団

体が全国等しく行政サービスを提供できる

よう、財源調整と財源保障の観点から、一

定のルールに基づき、国から交付される財

源でございます。 

 令和３年度の地方財政計画におきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、交付税の原資となる国税４税の減少が

見込まれる中、地方公共団体が行政サービ

スを安定的に提供できるよう、臨時財政対

策債の特例加算や財源不足における補塡措

置により、出口ベースにおいて１７兆４,３

８５億円が計上され、前年度を上回る総額

が確保されているところでございます。 

 このような地方財政計画の見通し、さら

には、令和２年度の決算見込みを勘案の

上、本町に交付される地方交付税を推計し

た結果、前年度から６,０００万円の減、３

８億３,５００万円を計上したところでござ

います。 

 続いて、４６、４７ページをお開き願い

ます。 

 １３款交通安全対策特別交付金でありま

すが、こちらの交付金につきましては、交

通違反の反則金から事務費を除いた額が、

交通事故の発生件数や道路延長などに基づ

いて市町村に交付されるものでございま

す。３２万７,０００円の増、２４３万７,

０００円を見込んでの計上であります。 

 次に、４８、４９ページをお開き願いま

す。 

 １４款分担金及び負担金につきまして

は、１億５１７万３,０００円の計上になっ

てございます。 

 まず、１項の分担金につきましては、道

営土地改良事業などに伴う分担金となりま

す。 

 ２項負担金につきましては、説明欄にそ

れぞれ記載のとおりとなってございます。 

 次に、５０、５１ページになります。 

 １５款使用料及び手数料につきまして

は、総額で２億８,８５２万４,０００円の

計上になっております。 

 主な増減理由でございますが、１項使用

料、中段から下の５目土木使用料、４節住

宅使用料につきまして、公営住宅の入居者

の減に伴いまして、前年度から５４７万３,

０００円の減額となっております。 

 次に、５２、５３ページをお開き願いた

いと思います。 

 ２項手数料の中段になります。 

 ２目衛生手数料、２節清掃手数料のう

ち、ごみ処理手数料につきましては、指定

ごみ袋の使用実績が増えていることから、

１８３万円の増額を見込んでの計上になり

ます。 

 次に、５４、５５ページをお開き願いま

す。 

 １６款国庫支出金につきましては、国の

制度や事業の実施に伴う負担金及び補助

金、委託金を計上するもので、総額で１０

億３,６９０万２,０００円を見込んでござ

います。 

 新たに追加となる項目といたしまして

は、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担

金、１節保健衛生費負担金のうち新型コロ

ナウイルスワクチン接種対策費負担金８,４

３７万８,０００円と、２項国庫補助金、３

目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助

金のうち、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費補助金２８６万円につき

ましては、ワクチン接種費用についてその

全額を国が措置するものでございます。 

 なお、２項国庫補助金におきましては、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を予算計上しております。 

 美幌町における交付限度額につきまして

は１億８,０４８万２,０００円でございま
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すが、令和３年度当初予算では、そのうち

の９,７９４万円を財源充当いたしまして、

感染防止対策及び経済対策に係る事業を実

施する予定でございます。 

 引き続き、町民の生活、町内の経済への

影響を注視の上、必要な支援策を適宜適切

に実施できるよう対応してまいりたいと考

えてございます。 

 次に、予算書の５８、５９ページをお開

き願います。 

 １７款道支出金につきましては、北海道

の制度や事業の実施に伴う負担金及び補助

金、委託金を計上するもので、総額で８億

２,２０９万７,０００円を計上していま

す。 

 前年度から増額となる主な内容といたし

ましては、１項道負担金、１目民生費道負

担金、２節児童福祉費負担金のうち子ども

のための教育・保育給付費負担金につい

て、私立幼稚園が認定こども園へ移行した

ことにより前年度から増額となります。 

 次の６０、６１ページをお開き願いま

す。 

 このページの中段、３項委託金、１目総

務費委託金、３節選挙費委託金につきまし

ては、本年１０月２１日に任期満了を迎え

ます衆議院議員総選挙に要する委託金を計

上してございます。 

 次に、６４、６５ページになります。 

 １８款財産収入であります。予算計上額

は、総額で３,５８５万７,０００円になり

ます。 

 次の６６、６７ページをお開き願いたい

と思います。 

 １９款の寄附金につきましては、総額で

６,２００万４,０００円を見込んでの計上

でございます。 

 １項寄附金、１目一般寄附金、１節の一

般寄附金、ふるさと寄附金でございます

が、本年１月末現在のふるさと寄附金の総

額が６,８９１万６,０００円となってござ

います。このため、前年度、令和２年度の

当初予算から１,７００万円の増収を見込

み、６,０００万円を計上してございます。 

 また、企業版ふるさと寄附金につきまし

ては、ワタミ株式会社様からの寄附金を見

込んでの予算計上でございます。 

 次に、６８、６９ページになります。 

 ２０款繰入金につきましては、各事業費

の財源に充てるため、それぞれの基金から

繰入れを行おうとするもので、総額は７億

２１５万８,０００円を見込んでおります。 

 １目財政調整基金繰入金は、予算編成に

おきまして収支不足が生じたことから、そ

の財源として１億６,５６９万４,０００円

を繰入れいたします。 

 ２目の減債基金繰入金は、公債費の償還

に充てるため、積立てをしておりました減

債基金から５,０００万円を繰入れいたしま

す。 

 ３目の公共施設整備基金繰入金につきま

しては、道路及び公園の整備をはじめ、ご

み処分場の施設修繕など公共施設の整備に

充てるための財源として１億２,０００万円

を繰入れいたします。 

 ４目の福祉基金繰入金は、緑の苑移転改

築事業補助金のほか、障がい福祉団体の活

動拠点として整備する改修費用の財源とし

て、３,９２７万３,０００円を繰入れいた

します。 

 ５目ふるさとづくり基金繰入金につきま

しては、未来のアスリート応援事業をはじ

め、観光推進事業など、ふるさと寄附金の

寄附目的に沿った繰入れを行うもので、５,

３６６万８,０００円の繰入れをします。 

 １０目役場庁舎改築基金繰入金は、駐車

場の整備や旧役場庁舎解体除却工事などの

財源といたしまして、２億１,８６１万４,

０００円を繰入れいたします。 

 次に、７０、７１ページをお開き願いま

す。 

 ２１款繰越金につきましては、令和２年

度繰越金として１,０００万円を見込んでの

計上になります。 
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 続いて、７２、７３ページになります。 

 ２２款諸収入でございますが、各費目に

該当しない収入につきまして予算計上する

もので、前年度と大きな変更点はございま

せん。予算総額は４億７,１５７万円になり

ます。 

 次に、７８、７９ページをお開き願いま

す。 

 ２３款町債につきましては、総額で９億

６,６５３万４,０００円を計上しておりま

すが、詳細につきましては、第３表の地方

債により御説明をいたしましたので、省略

をさせていただきたいと存じます。 

 以上、議案第２９号令和３年度美幌町一

般会計予算につきまして御説明を申し上げ

ました。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

 再開は、１３時１５分といたします。 

午前１１時５７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案の２２４

ページでございます。 

 議案第３０号令和３年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について御説明いたしま

す。 

 別冊の予算書の２８２ページをお開き願

います。 

 令和３年度美幌町の国民健康保険特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ２６億１,６９８万１,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３０３、３０４ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費７,８１０万９,０００円の主なもの

は、職員９名分の人件費及び会計年度任用

職員１名の報酬と、電算システム等の事務

費でございます。他につきましては、前年

度と大きく変わりありません。 

 ２目連合会負担金５９０万３,０００円

は、北海道国民健康保険団体連合会に対す

る負担経費でございます。 

 業務の効率化が図られることから、平成

３０年度から運用開始されている北海道ク

ラウドへ令和２年度から加入しましたが、

更新機器費用の運用負担分が今年度減額と

なっております。 

 一番下の２項徴税費、２０５万６,０００

円につきましては、次の３０５、３０６ペ

ージをお開き願います。 

 国民健康保険税の賦課徴収に係る経費で

ございます。 

 ３項運営協議会費、２３万円につきまし

ては、国民健康保険運営協議会委員報酬で

あります。 

 ４項趣旨普及費、４６万６,０００円の主

なものは、国保制度周知及びジェネリック

医薬品使用啓発用パンフレットでありま

す。 

 ３０７、３０８ページをお開き願いま

す。 

 ２款保険給付費、１項療養所費１５億１,

１３０万６,０００円、２項高額療養費２億

３,８７１万５,０００円につきましては、

過去の受診件数、療養給付費等の実績を推

計し、計上しております。 

 ２目高額合算療養費につきましては、同

じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の

負担があり、合算した年額の負担額が規定

の自己負担額を超えた場合の経費でござい

ます。 

 ３項移送費１５万円につきましては、移
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動が困難な被保険者が医師の指示により、

緊急的な必要性がある場合に要する経費で

あります。 

 ４項出産育児諸費８４０万５,０００円に

つきましては、次の３０９、３１０ページ

をお開き願います。過去の実績から、２０

名分の出産育児一時金を計上しておりま

す。 

 ５項葬祭諸費１２０万円につきまして

は、過去の実績により、前年度より１０名

増の４０名分の葬祭費を見込んでおりま

す。 

 ６項傷病手当金６６万７,０００円につき

ましては、被用者が新型コロナウイルス感

染症に感染し、または感染が疑われる場合

で、仕事を欠勤することを余儀なくされ、

給与等の全部または一部を受けることがで

きなくなったときに支給する経費として、

２人分の３か月分を計上しております。 

 ３１１、３１２ページをお開き願いま

す。 

 ３款国民健康保険事業費納付金につきま

しては、本町の医療費及び所得水準に基づ

き、北海道から示された納付金７億３,０１

３万円を計上しています。被保険者数の減

少に伴い、前年度比で１,４８６万１,００

０円の減額となっております。 

 内訳につきましては、医療給付分５億１,

６６６万６,０００円、後期高齢者支援金分

１億５,３７３万５,０００円、介護保険納

付金分５,９７２万９,０００円でございま

す。 

 次の３１３、３１４ページをお開き願い

ます。 

 ４款財政安定化基金拠出金１,０００円に

つきましては、特別な事情により保険料が

不足する市町村に北海道国民健康保険財政

安定化基金貸付交付事業等事務取扱要領に

基づき、不足する保険料必要相当額につい

て財政安定化基金から交付し、国、道、市

町村において３分の１ずつ拠出するもので

あります。 

 北海道胆振東部地震により、厚真町、安

平町、むかわ町に係る令和元年度事業費交

付額として４８万円の交付があり、その３

分の１である１６万円を全道の市町村で拠

出するもので、美幌町分として７７６円を

拠出するものでございます。 

 ３１５ページ、３１６ページをお開き願

います。 

 ５款保健事業費、１項保健事業費１,０６

２万９,０００円につきましては、生活習慣

病予防や健康増進などの健康づくりに関す

る教室や講習会の開催及びがん検診、個別

予防接種等に係る経費であります。 

 ２項特定健康診査等事業費１,９９１万

３,０００円につきましては、医療費増大の

要因の一つであるメタボリックシンドロー

ムを予防し、生活習慣病の重症化を防ぐこ

とを目的に、４０歳から７４歳までを対象

に、生活改善を指導するための健康診査、

保健指導に係る経費でございます。 

 このページの一番下の特定健診受診率向

上支援等共同事業負担金につきましては、

令和２年度から北海道国民健康保険団体連

合会が北海道全体の特定健診受診率向上を

目指し、共同事業によって国保データベー

スシステム等を分析し、選定した被保険者

に対し個別に特定健診の受診勧奨を行うも

ので、今年度は、若干、通院者及び重症化

予防のための受診勧奨を拡充し、６８５万

４,０００円を計上しております。 

 ３１９、３２０ページをお開き願いま

す。 

 ６款基金積立金につきましては、前年度

と大きな変更はございません。 

 ３２１、３２２ページをお開き願いま

す。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金につきましては、前年度と大きな変更は

ございません。 

 ２項繰出金につきましては、国保病院の

直営診療施設健康管理事業等に係る費用に

ついて、保険給付等特別交付金の実績を見
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込み、７００万円を計上しております。 

 ３２３、３２４ページをお開きくださ

い。 

 ８款予備費につきましては、前年度と大

きな変更はございません。 

 歳出は、以上であります。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、２

９１、２９２ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款国民健康保険税は、総額５億２,８４

３万４,０００円で、前年度対比５,５０９

万８,０００円の減額であります。主な要因

は、被保険者数の減少及び農業、営業所得

の減によるものであります。 

 ２９３、２９４ページをお開き願いま

す。 

 ２款道支出金１８億１,６４３万１,００

０円は、北海道から交付される保険給付費

に要する保険給付費等普通交付金１７億５,

９７７万６,０００円と、予防健康づくりに

取り組む保険者に対する保険者努力支援金

及び特別調整交付金などの保険給付費等特

別交付金５,６６５万５,０００円を計上し

ております。 

 ２９５、２９６ページをお開き願いま

す。 

 ３款財産収入９万１,０００円は、国民健

康保険基金の利子等でございます。 

 ２９７、２９８ページをお開き願いま

す。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一

般会計繰入金の保険基盤安定繰入金軽減分

８,３１２万６,０００円につきましては、

低所得者の保険料軽減分の公費負担分で、

一般会計に収入される北海道負担金分４分

の３と、美幌町負担分４分の１を繰り入れ

るものであります。 

 その下の保険基盤安定繰入金支援分５,０

９９万６,０００円については、低所得者数

に応じ、保険税額の一定割合の公費負担分

で、一般会計に収入される国負担分２分の

１と北海道負担分４分の１と美幌町負担分

４分の１を繰り入れるものであります。 

 その下の事務費等繰入金８,２３７万５,

０００円については、国保事業の運営に要

する職員９名分の人件費及び会計年度任用

職員と電算システム等の事務費を繰り入れ

るものであります。 

 その下の出産育児一時金等繰入金５６０

万円につきましては、出産育児一時金の３

分の２を繰り入れるものであります。 

 その下の財政安定化支援事業繰入金１,４

３４万１,０００円については、交付税措置

される国保財政安定化支援分を繰り入れる

ものであります。 

 その下のその他一般会計繰入金３４４万

９,０００円については、地方単独事業の医

療費に係る減額調整分を繰り入れるもので

あります。 

 ２項基金繰入金２,９１１万円につきまし

ては、国民健康保険事業費納付金等の支払

いのための財源不足を補塡するため、国民

健康保険基金より繰り入れるものでありま

す。 

 なお、この繰入れの結果、令和３年度末

の基金残高は、１億９,１３１万８,０００

円の見込みであります。 

 ２９９ページ以降の５款繰越金、６款諸

収入につきましては、前年度と大きな変更

はございません。 

 国民健康保険特別会計は以上でございま

す。 

 続きまして、議案書の２２５ページでご

ざいます。 

 議案第３１号令和３年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明申し上

げます。 

 別冊の予算書の３３４ページをお開き願

います。 

 令和３年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ３億３,９６３万２,０００円と
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定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３４９、３５０ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１,２０５

万８,０００円の主なものにつきましては、

職員１名分の人件費と電算システム等の事

務費であります。 

 ２項徴収費３１万８,０００円について

は、保険料の徴収に係る経費であります。 

 ３５１、３５２ページをお開き願いま

す。 

 ２款、１項後期高齢者医療広域連合納付

金３億２,６９４万６,０００円につきまし

ては、標準システム機器に係る費用の減等

により、事務費負担金が前年度対比８４万

５,０００円減の８２３万５,０００円、被

保険者数の増により、保険料等負担金は前

年度対比１,７８５万７,０００円増の３億

１,８７１万１,０００円でございます。 

 ３５３ページ以降の３款諸支出金、４款

予備費については、前年度と変更はござい

ません。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、３

４１、３４２ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款、１項後期高齢者医療保険料２億３,

４３５万９,０００円につきましては、被保

険者及び所得割賦課対象者の増に伴い、前

年度対比１,６９６万３,０００円の増額を

見込んでおります。 

 ３４３、３４４ページをお開き願いま

す。 

 ２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目

事務費繰入金２,０６１万９,０００円につ

きましては、広域連合への事務費負担金と

職員１名分の人件費、事務費の繰入金であ

ります。 

 その下の２目保険基盤安定繰入金８,４３

５万円につきましては、保険料の低所得者

に対する７割、５割、２割の政令本則の軽

減分について、一般会計で収入される４分

の３の北海道負担金に美幌町負担分４分の

１を加えた繰入金でございます。 

 ３４５ページの３款繰越金以降につきま

しては、前年度と変更はございません。 

 後期高齢者医療特別会計は以上でござい

ます。 

 続きまして、議案の２２６ページでござ

います。 

 議案第３２号令和３年度美幌町介護保険

特別会計予算について御説明申し上げま

す。 

 別冊の予算書３６４ページをお開き願い

ます。 

 令和３年度美幌町の介護保険特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ２０億５,７７７万８,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３８９、３９０ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、２,９５１

万８,０００円の主なものについては、職員

４名分の人件費と電算システム等の事務費

であります。昨年度実施した介護保険制度

の抜本改正に伴う電算システム改修委託料

が減となっております。 

 ほかにつきましては、前年と大きく変わ

りありません。 

 その下の２項徴収費３９万円について

は、介護保険料の賦課徴収に係る経費であ

ります。 

 下段の３項介護認定審査会費１,８５６万

２,０００円は、１目介護認定審査会費で介

護認定審査会の運営に係る経費５９２万円

と、次の３９１、３９２ページの２目認定
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調査費において、介護認定調査に係る会計

年度任用職員報酬及び訪問調査委託料の経

費１,２６４万２,０００円を計上しており

ます。 

 ３９３、３９４ページをお開き願いま

す。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸

費１６億９,４７３万１,０００円、２項介

護予防サービス等諸費６,４６３万８,００

０円につきましては、介護保険事業計画に

基づき計上しております。 

 一番下の３項高額介護サービス等費４,６

７７万９,０００円につきましては、自己負

担の合計額が一定の額を超えた場合に超え

た分を払い戻す制度で、実績見込みにより

前年度より６７３万９,０００円の増額であ

ります。 

 ３９５、３９６ページをお開き願いま

す。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費、６

１８万５,０００円につきましても、実績見

込みにより、前年度より１３万２,０００円

の減額であります。 

 その下の５項特定入所者介護サービス等

費、６,７５２万２,０００円につきまして

は、低所得の利用者に対する施設サービス

利用等に係る保険給付対象外の食費、居住

費に対して、施設の設定金額と所得段階ご

とに設けられた負担限度額との差額を給付

する制度で、実績見込みにより、前年度よ

り１,４１２万２,０００円の減額でありま

す。 

 ６項その他諸費１６３万８,０００円は、

介護給付費審査支払手数料であります。 

 ３９７、３９８ページをお開き願いま

す。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・生

活支援サービス事業費、１目介護予防・生

活支援サービス事業費６,４７２万９,００

０円につきましては、要支援１・２及び事

業対象者が利用する訪問介護、通所介護、

介護予防ケアマネジメント等の費用でござ

います。 

 ２目一般介護予防事業費１,１５７万４,

０００円は、生活習慣病の予防、介護予防

等に係る費用でございます。 

 ２項包括的支援事業費・任意事業費、１

目包括的支援事業費、３,２２２万８,００

０円の主なものは、地域包括支援センター

運営委託料３,０４５万４,０００円と、生

活支援体制整備事業経費５３万４,０００円

と、次の３９９、４００ページの認知症施

策推進事業経費８８万３,０００円でござい

ます。 

 ２目任意事業費１,８８３万８,０００円

につきましては、認知症高齢者見守り事

業、非課税世帯へ紙おむつを支給する家族

介護支援事業、成年後見制度利用支援事

業、在宅高齢者配食事業、シルバーハウジ

ング事業等の費用のほか、介護保険事業所

が作成する居宅介護サービス計画の点検、

指導を行うためのケアプラン点検業務委託

料６７万１,０００円を新規に計上しており

ます。 

 ４０１ページ以降の４款基金積立金、５

款諸支出金、６款予備費につきましては、

前年度から大きな変更はございません。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、３

７１、３７２ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款保険料、１項介護保険料３億８,９６

８万３,０００円につきましては、令和３年

度から令和５年度までの第８期介護保険事

業計画に基づいて３年間の介護保険事業量

を見込み、それに伴う第１号被保険者の保

険料２３％分として、普通徴収分、特別徴

収分を計上しています。 

 ３７３、３７４ページをお開き願いま

す。 

 ２款分担金及び負担金、１項負担金、１

目認定審査会負担金２９４万４,０００円

は、美幌地域３町介護認定審査会の経費を

高齢者人口及び審査件数等により、津別町
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２４.５８％、大空町２５.７２％、美幌町

４９.７％に按分し、津別町、大空町からの

負担金であります。 

 ２目利用者負担金１１万１,０００円につ

きましては、シルバーハウジング入居者負

担金でございます。 

 ３７５、３７６ページをお開き願いま

す。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金３億４,

１１５万７,０００円につきましては、居宅

介護サービス費２０％、施設介護サービス

費１５％の介護給付費に係る国庫負担分で

ございます。 

 その下の２項国庫補助金、１目調整交付

金につきましては、高齢者の割合と所得水

準の格差を調整するための交付金で、給付

費総額の７.２％、１億３,５４６万７,００

０円を見込んでおります。 

 ２目地域支援事業交付金２,４６４万５,

０００円につきましては、介護予防・日常

生活支援総合事業に係る対象事業費の２

５％が、包括的支援事業・任意事業に係る

対象事業費の３８.５％が、それぞれ交付さ

れるものです。 

 なお、昨年度までは別項で計上しており

ましたが、交付金の整理上、補助金の項内

で整理すべきものであったことから、組替

えをしてございます。以下、支払基金交付

金及び道支出金も同様でございます。 

 ３目保険者機能強化推進交付金１００万

円及びその下の４目介護保険保険者努力支

援交付金１００万円につきましては、高齢

者の自立支援、重症化・重度化防止に対す

る取組の支援として、それぞれ平成３０年

度及び令和２年度に創設された制度で、取

組の評価指標により算出された点数により

交付されるものであります。 

 その下の地域支援事業交付金につきまし

ては、先ほどの説明のとおり、予算組替え

により廃項となります。 

 ３７７、３７８ページをお開き願いま

す。 

 ４款、１項支払基金交付金５億２,１０１

万４,０００円につきましては、介護給付費

と地域支援事業に係る支払基金が負担する

２７％分の交付金であります。 

 その下の地域支援事業交付金につきまし

ては、予算組替えにより廃項となります。 

 ３７９、３８０ページをお開き願いま

す。 

 ５款道支出金、１項道負担金２億７,０３

３万１,０００円につきましては、居宅介護

サービス費１２.５％、施設介護サービス費

１７.５％の北海道の負担分でございます。 

 ２項道補助金、１項地域支援事業交付金

１,２３２万３,０００円につきましては、

介護予防・日常生活支援総合事業に係る対

象事業費の１２.５％、包括的支援事業・任

意事業に係る対象事業費の１９.２５％が交

付されるものです。 

 その下の地域支援事業交付金につきまし

ては、予算組替えにより廃項となります。 

 ３８１、３８２ページの６款財産収入３

万５,０００円は、介護保険基金の利子でご

ざいます。 

 ３８３、３８４ページをお開き願いま

す。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目

介護給付費繰入金２億３,５１８万６,００

０円につきましては、介護給付費に対する

１２.５％の町負担分であります。 

 ２目地域支援事業繰入金３,４０６万５,

０００円につきましては、介護予防・日常

生活支援総合事業が１２.５％の９５３万

５,０００円、包括的支援事業・任意事業分

が１９.２５％のルール分６３０万円と、

１,８２３万円の町単独負担分の合計２,４

５３万円であります。 

 ３目低所得者保険料軽減繰入金は、第１

号被保険者の第１段階から第３段階の軽減

分について、一般会計で収入される２分の

１の国負担金と４分の１の北海道負担金に

町負担分４分の１を加えた３,００７万１,

０００円であります。 
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 ４目その他一般会計繰入金４,５５１万

３,０００円につきましては、職員４名分の

人件費及び事務費の繰入れであります。 

 ２項基金繰入金１,３１９万２,０００円

につきましては、歳出の不足分を介護保険

基金から繰入れするものであります。 

 なお、令和３年度末基金残高は３,３２０

万６,０００円の見込みであります。 

 ３８５ページ以降につきましては、前年

度と大きな変更はございません。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書の

２２７ページでございます。 

 議案第３３号令和３年度美幌町公共下水

道特別会計予算についてであります。 

 説明につきましては、予算書により御説

明申し上げますので、予算書の４１６ペー

ジをお開き願います。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１１億２,７８４万４,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げます。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができ

る事項につきましては、第２表、債務負担

行為で御説明申し上げます。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債につ

きましては、第３表、地方債で御説明申し

上げます。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れ最高額

は、６億円と定める。 

 次に、４１９ページをお開き願います。 

 第２表、債務負担行為であります。 

 地方公営企業法適用化業務委託料の限度

額を４,４５２万４,０００円とするもので

あります。 

 期間は、記載のとおりでございます。 

 国からの公営企業会計への移行要請に伴

い、今年度と来年度の２か年で企業会計へ

の移行を実施しようとするものでございま

す。 

 終末処理場受変電設備更新工事の限度額

を８,０００万円とするものであります。 

 期間は、記載のとおりであります。 

 施設の老朽化が進んでいる終末処理場の

受変電設備について、今年度と来年度の２

か年で更新工事を実施しようとするもので

ございます。 

 第３表、地方債であります。 

 初めに、公共下水道事業の限度額１億３,

７４０万円で、この内訳は、工事監理や実

施設計、価格調査などの業務委託３件と終

末処理場受変電設備更新工事が１件、下水

道ストックマネジメント計画管渠更新工事

が１件、公共汚水桝設置工事が１件、計６

件の事業費から補助金を差し引いた額を公

共下水道事業債で借り入れるもので、起債

の充当率は１００％であります。 

 業務委託料の内容は、後ほど事業別明細

書で、管渠更新工事の内容は、工事関係参

考資料で御説明申し上げます。 

 その下の下水道資本費平準化債、限度額

３,１１０万円は、施設整備に投資した起債

償還額を耐用年数に沿って平準化し、単年

度の負担軽減を図る目的で借入れするもの

でございます。 

 その下の公共下水道事業特別措置分の限

度額１,９８０万円は、平成１９年度に繰出

し基準見直しで交付税措置される事業費補

正の元利償還金の７０％から６０％に減額

されたことに伴い、その差の分が特別措置

分として起債発行が認められているもので

ございます。 

 その下の公営企業会計適用債の限度額２,

０２０万円は、地方公営企業法適用化業務
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委託のため借り入れるものであり、起債充

当率は１００％であります。 

 起債限度額の合計は２億８５０万円で、

起債の方法、利率、償還の方法は記載のと

おりでございます。 

 次に、歳出から御説明いたしますので、

４３９、４４０ページをお開き願います。 

 ３、歳出。 

 １款、１項、１目一般管理費１億４２１

万３,０００円は、職員４人分の人件費と事

務経費を計上しております。 

 中ほどの使用料収納事務委託料２,３０８

万５,０００円は、下水道事業使用料の賦課

徴収業務を水道事業に委託しておりますの

で、その事務経費を水道事業会計に支払う

ものでございます。 

 その下の負担金のうち、上から６行目、

水道事業会計負担金３０９万６,０００円

は、下水道の排水設備の新設や改造の受付

と検定を水道事業に委託しているもので、

その経費を水道事業会計に支払うものでご

ざいます。 

 その９行下、公課費、２,３４８万４,０

００円は消費税を計上しております。 

 その下の地方公営企業法適用化業務委託

料２,０２３万２,０００円は、公営企業会

計移行を２か年で行う業務委託を予定して

おり、１年目としては、法適用化基本方針

作成、固定資産台帳整備を予定しておりま

す。 

 次に、２目維持管理費２億７,２８８万

２,０００円は、処理場施設の維持管理費と

下水道関係の維持管理費用を計上しており

ます。 

 １、終末処理場維持管理事業の燃料費５

９４万１,０００円は、処理場ボイラー用Ａ

重油及び可搬式発電機用軽油で、単価減に

伴い、昨年度より１９９万６,０００円の減

となっております。 

 その下の光熱水費３,４７０万４,０００

円は、処理場と５か所のマンホールポンプ

で使用する電気料と水道料であり、前年度

の使用実績及び単価減に伴い、昨年より１

９４万９,０００円の減となっております。 

 その下の修繕料３,７６７万５,０００円

は、処理場の機器類の修繕で、令和３年度

は２０の機器のオーバーホールなどを行う

もので、昨年度より１４６万９,０００円の

増となっております。 

 次に、４４１、４４２ページをお開き願

います。 

 このページの１行目、手数料１,６５４万

６,０００円は、産業廃棄物処理料、重金属

等性質分析料など、下水処理後の脱水汚泥

の処理費用を計上しております。 

 上から４行目、処理場維持管理業務委託

料１億５,２１３万円は、処理場の維持管理

業務の委託費用であり、平成３１年度から

令和３年度までの３か年の長期継続契約の

最終年度となります。 

 その下の電気保安管理業務委託料５０万

１,０００円は、終末処理場の年１回の受電

設備総合点検を委託しようとするものであ

ります。 

 その下の機械器具１４２万円は、老朽化

した維持管理用機器を更新するものでござ

います。 

 その下の２、公共下水道管渠維持管理事

業の修繕料１,４８４万４,０００円は、道

路上のマンホールの修繕や公共汚水ますで

の段差によるつまずきや、車両破損事故防

止、公共汚水ますの切下げ、また、老朽化

した薄いマンホール蓋の取替え補修、取付

け管補修及び汚水管部分補修を行うものの

修繕料を計上しております。 

 昨年度より１１万２,０００円の減となっ

ております。 

 その四つ下、管渠清掃委託料５７０万円

は、美禽ほか３地区の汚水管８,０３０メー

トルの清掃を予定しております。 

 次に、３目建設費２億９,７４６万３,０

００円は、下水道施設の設備及び管渠など

の更新工事費で、前年度に比較して１億２,

６９６万９,０００円の増であり、主に終末
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処理場電気設備更新に係る工事及び実施設

計等によるものでございます。 

 業務等委託料２,５６０万円は、下水道管

渠資材単価調査、終末処理場ストックマネ

ジメント計画策定業務委託は、中央監視設

備、汚泥処理施設の修繕改築計画策定、終

末処理場受変電設備更新工事監理監督、下

水道事業計画変更業務委託を行うものでご

ざいます。 

 その下の実施設計等委託料１,３００万円

は、下水道ストックマネジメント計画に基

づき、管渠更新の実施設計を行うものであ

ります。 

 その下の工事請負費の公共汚水桝設置工

事の６００万円は、１０か所分の設置工事

を見込んでおります。 

 その下の下水道ストックマネジメント計

画管渠更新工事６,２２０万円は、後ほど予

算工事関係参考資料で御説明を申し上げま

す。 

 その下の終末処理場受変電設備更新工事

１億９,０００万円は、令和３年度から令和

４年度までの２か年での更新工事であり、

１年目に当たる今年度は、機器の製作を予

定しており、２年目は、機器の搬入、据付

け撤去、試運転、調整を予定し、２か年で

の工事完了を予定しております。 

 この整備は、国庫補助金として社会資本

整備総合交付金、補助率５５％、補助残は

公営企業債、充当率１００％を充当して整

備を予定しております。 

 次に、４４５、４４６ページをお開き願

います。 

 公共下水道事業債への元金及び利子の償

還金、次の４４７、４４８ページは、予備

費を計上しております。 

 歳出は、以上でございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、４２５、４２６ページにお戻り願い

ます。 

 ２、歳入。 

 １款、１項、１目下水道受益者負担金等

は、新たに下水道区域となった際に５年間

の分割で納付していただくもので、新規分

４件と現在納付中の５件、５０万７,０００

円を計上しております。 

 その下の２目一般会計負担金２,１４６万

３,０００円は、し尿等を下水道終末処理場

で受入れていることから、処理費用を一般

会計に求めるものでございます。 

 その下、３目個別排水処理特別会計負担

金１５４万５,０００円は、個別排水処理会

計の事務を下水道事業で行っていることか

ら、人件費の４０％相当分の負担を求める

ものでございます。 

 次に、４２７、４２８ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目下水道使用料３億９,３

８８万８,０００円は、現年度分３億９,１

７５万７,０００円と、過年度分２１３万

１,０００円を見込んでおります。 

 次に、４２９、４３０ページをお開き願

います。 

 ３款、１項、１目公共下水道費国庫補助

金１億４,７９０万円でありますが、この内

訳につきましては、工事監理や実施設計、

価格調査などの業務委託料に係る補助金が

５業務、補助率１０分の５で１,９３０万

円、終末処理場受変電設備更新工事に係る

補助金が１工事、補助率が１０分の５.５で

１億４５０万円、下水道ストックマネジメ

ント計画管渠更新工事に係る補助金が１工

事、補助金１０分の５で２,４１０万円、合

わせて１億４,７９０万円を見込んでおりま

す。 

 次に、４３１、４３２ページをお開き願

います。 

 ４款、１項、１目一般会計繰入金３億５,

３４４万４,０００円は、総務省通知の繰出

金に定められている基準内繰入れ３億４,１

７８万９,０００円を含む一般会計からの繰

入金であります。 

 次のページの繰越金、その次のページの

諸収入の説明は省略させていただきまし
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て、４３７、４３８ページの７款町債につ

きましても、第３表、地方債で御説明いた

しましたので、省略させていただきます。 

 続きまして、予算工事関係参考資料につ

きまして御説明いたしますので、別とじと

なっております図面等の参考資料の６ペー

ジをお開き願います。 

 公共下水道建設事業（管渠）、単独事業

であります。 

 工事概要は、管渠更新１４５.５１メート

ルであります。 

 管渠の劣化診断により、改築が必要と判

断された路線の管渠の更新工事でございま

す。 

 左側になります図面の①、仲町２丁目株

式会社ミートテック様北側、延長５２.９メ

ートルでございます。図面の②、栄町１丁

目株式会社朝鳥商店様の東側、延長２２.７

８メートルでございます。図面の中ほど

③、栄町３丁目ヘアーワークスヴォーグ様

東側、延長４４.８３メートルでございま

す。図面の一番右の④、栄町２丁目南川様

宅南側、延長２５メートルでございます。 

 この４路線で、工事費１,４００万円を計

上しており、公営企業債充当率１００％で

整備を予定しております。 

 続きまして、参考資料の７ページをお開

き願います。 

 公共下水道建設事業（管渠）、補助事業

であります。 

 工事概要は、管渠更新３４８.０４メート

ルのうち、管渠更生２９８.２４メートル、

管渠敷設替え４９.８メートル、マンホール

蓋取替え３０か所であります。 

 管渠の劣化診断により、改築が必要と判

断された路線の管渠更新工事でございま

す。 

 図面の①、稲美玉川歯科様南側、延長２.

６２メートル、図面左側②、仲町１丁目美

幌小学校北側、延長４６.０２メートル、図

面の③、仲町１丁目なかまち南公園西側、

延長２４.４４メートルでございます。図面

の④、仲町２丁目ハルニレ様北側、延長４

５.０２メートル、図面の⑤、東１条北３丁

目ロイヤルハイム様駐車場東側、延長３９.

３３メートル、図面の⑥、東３条北２丁目

しゃきっとプラザ東側、延長９.８５メート

ル、図面の⑦、東３条北４丁目小西様宅西

側、延長４２.５３メートル、図面の⑧、栄

町３丁目コーポフレッシュ様東側、延長４

４.９８メートル、図面の⑨、栄町３丁目子

ども食堂様北側、延長４３.４５メートル、

図面の⑩、三橋町２丁目美幌除雪ステーシ

ョン南側、延長４９.８メートルの１０路線

とマンホール蓋取替えで工事費４,８２０万

円を計上しており、社会資本整備総合交付

金、補助率５０％、補助残は公営企業債、

充当率１００％で整備を予定しておりま

す。 

 続きまして、次のページの参考資料の８

ページをお開き願います。 

 公共下水道建設事業（処理場）でありま

す。 

 昭和４８年の下水道整備着手から４８年

が経過し、施設の老朽化が進んでいること

から、下水道ストックマネジメント計画の

下、下水終末処理場の施設更新事業を行っ

ているものでございます。 

 一般平面図の右下、太線で囲った斜線の

箇所が令和３年度から令和４年度までの２

か年で行う受変電設備更新工事でありま

す。 

 １年目に当たる今年度は、機器の製作を

予定しており、工事費１億９,０００万円を

計上しております。 

 ２年目は、機器の搬入、据付け撤去、試

運転、調整等を予定し、２か年で工事完了

をする予定でございます。 

 この整備は、国庫補助金として、社会資

本整備総合交付金、補助率５５％、補助残

につきましては公営企業債、充当率１０

０％を充当して整備を予定しております。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

 再開は、１４時２０分といたします。 

午後 ２時０９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書の

２２８ページでございます。 

 議案第３４号令和３年度美幌町個別排水

処理特別会計予算についてでございます。 

 予算書により御説明申し上げますので、

予算書の４５８ページをお開き願います。 

 令和３年度美幌町の個別排水処理特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１億１,６７６万４,０００円と

定める。 

 第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げます。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債につ

きましては、第２表、地方債で御説明申し

上げます。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れ最高額

は１,０００万円と定める。 

 次に、４６１ページをお開き願います。 

 第２表、地方債であります。 

 個別排水処理施設整備事業の限度額は３,

８８０万円であります。 

 今年度は、１０個の設置を予定しており

まして、下水道債と辺地債及び過疎債を併

用いたします。 

 次に、歳出から御説明いたしますので、

４７７ページ、４７８ページをお開き願い

ます。 

 ３、歳出。 

 １款、１項、１目一般管理費２４９万３,

０００円は、個別排水処理に関する事務経

費を計上しております。 

 次に、２目維持管理費３,７９１万６,０

００円は、現在設置されている個別排水処

理施設３２７基の維持管理に係る費用で、

前年と比較して２９４万７,０００円の増

は、清掃業務委託料の単価見直し及び令和

２年度設置の浄化槽の維持管理が増えたこ

とによるものでございます。 

 修繕料６２９万５,０００円は、浄化槽ポ

ンプの空気調整弁交換や、ろ材入替え、ブ

ロアポンプなどの修繕を行う費用で、その

下の手数料５５４万２,０００円は、浄化槽

法による水質検査手数料と汚泥処理手数料

でございます。 

 その下の施設保守点検委託料９２５万７,

０００円は、浄化槽法による年３回の保守

点検委託料でございます。 

 その下の清掃業務委託料１,６８２万２,

０００円は、浄化槽内の汚泥くみ取り、洗

浄を行うもので、平成２７年度から単価を

据え置いていましたが、人件費の増及び車

両更新に向けた準備のため、単価を見直し

たものでございます。 

 ３目建設費４,１００万１,０００円は、

個別浄化槽設置工事費で、令和３年度は５

人槽４個、７人槽４個、１０人槽２個の計

１０個を予定しております。 

 次に、４７９、４８０ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目個別排水処理事業元金

償還金２,８５９万円、その下の利子償還金

６７５万４,０００円は、令和２年度までに

借り入れました起債の元金と利子の償還で

ございます。 

 次に、４８１、４８２ページには予備費

を計上しております。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、４６５、４６６ページにお戻り願い
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ます。 

 ２、歳入。 

 １款、１項、１目個別排水処理施設受益

者分担金１９０万３,０００円は、今年度予

定しております１０個分の受益者分担金で

ございます。 

 次に、４６７、４６８ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目個別排水処理施設使用

料２,４３５万７,０００円は、令和２年度

までに設置いたしましたものに令和３年度

に予定している１０個分の使用料を含めた

使用料を計上させていただいております。 

 次に、４６９、４７０ページをお開き願

います。 

 ３款、１項、１目一般会計繰入金５,１５

２万２,０００円は、総務省通知の繰出し基

準で定められている基準内繰入れ２,４７４

万円を含む一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 次のページの繰越金、その次のページの

諸収入の説明は省略させていただきまし

て、４７５、４７６ページの６款町債につ

きましても、第２表、地方債で御説明いた

しましたので、省略させていただきます。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、議案書の２２９ページでございま

す。 

 議案第３５号令和３年度美幌町水道事業

会計予算についてでございます。 

 予算書により御説明申し上げますので、

予算書の４８８ページをお開き願います。 

 令和３年度の予算計上につきましては、

水道経営及び施設の維持管理に必要な経常

経費のほか、給与費では、職員８名と会計

年度任用職員１名分の人件費や、老朽化施

設の修繕などを計上し、建設事業では、施

設の更新及び耐震化に必要な予算の計上を

行ったところでございます。 

 第１条、令和３年度美幌町の水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条の業務の予定量及び第３条の収益

的収入及び支出の予定額は、それぞれ記載

の人員及び金額を定めるものであります。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。 

 次に、４８９、４９０ページをお開き願

います。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額

は、それぞれ記載の金額を定め、資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額１億

８,４０３万３,０００円は、過年度分損益

勘定留保資金で補塡するものであります。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明を申し上げます。 

 第５条の債務負担行為につきましては、

管路管理システム借上料、限度額５８４万

７,０００円とするものであります。期間

は、記載のとおりでございます。 

 右のページの第６条の企業債につきまし

ては、起債の目的を水道施設整備事業のほ

か、記載の事業とし、起債の限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法を記載のとお

り定めるものでございます。 

 この起債につきましては、企業債で、充

当率は１００％であります。 

 ページの中ほど、第７条の一時借入金

は、一時借入金の限度額を１億円と定め、

その下の第８条の議会の議決を経なければ

流用することができない経費として、職員

給与費の額を記載のとおり定めるものであ

ります。 

 このページの下の第９条では、たな卸資

産購入限度額を４,５１１万７,０００円と

定めるものでございます。 

 次に、４９１ページ、４９２ページをお

開き願います。 

 予算実施計画書及び説明書の収益的収入

及び支出の収入であります。 

 １款、１項、１目給水収益４億２,１５５

万３,０００円は、令和２年度の決算見込み

を踏まえ、減額の計上となっております。 

 その下の４目その他の営業収益の５節雑
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収益の中の下水道使用料賦課徴収受託料２,

３０８万５,０００円は、下水道使用料の賦

課徴収業務費用を公共下水道特別会計から

受けるもので、下水道使用料調定件数割合

で求めた４８.３１％で算出したものでござ

います。 

 ２項営業外収益の中の２目長期前受金戻

入６,７８０万５,０００円は、固定資産の

取得、改良に交付された補助金等を収益化

した額を計上しております。 

 その下、３目、３節その他雑収益の中の

下水道排水施設業務負担金３０９万６,００

０円は、下水道の排水設備の新設や改造の

受付と検定に伴う経費を公共下水道特別会

計から受けるもので、施設担当職員の人件

費の２５％と、排水台帳管理システム負担

金で算出したものでございます。 

 次に、４９３、４９４ページをお開き願

います。 

 収益的支出であります。 

 １款、１項、１目原水及び浄水費６,５４

２万２,０００円は、水源地及び浄水場に係

る維持管理経費を計上しております。前年

度に比較して６０５万９,０００円の増額

は、主に、日並浄水場施設等の修繕費及び

水源地土砂処分委託料の増に伴うものでご

ざいます。 

 １６節委託料の日並浄水場運転管理等業

務委託料は、平成２６年度から委託してお

ります管理業務委託で、３,１６８万円を計

上しております。 

 その下の２４節薬品費１,２４８万５,０

００円は、凝集剤のポリ塩化アルミニウム

や次亜塩素酸ナトリウムなどの水処理薬品

費用を計上しております。 

 次に、４９５、４９６ページをお開き願

います。 

 ２目配水及び給水費８,４７８万円は、職

員２名の人件費と、田中配水池と７か所の

加圧ポンプ所及び配水管路の維持管理経費

を計上しております。 

 前年度に比較して１,１８６万３,０００

円の増額の主な内容につきましては、配水

池内清掃委託料及び維持管理費用の増によ

るものでございます。 

 １６節委託料の中から３行目、田中配水

池内清掃委託料６７１万円は、水質の安定

確保のため、清掃を行うものでございま

す。 

 １９節修繕費１,１５９万７,０００円

は、配水及び給水施設の修繕に係る費用

で、高区第１加圧ポンプ所、加圧ポンプ修

繕などを見込んでおります。 

 ２５節材料費の量水器取替用材料費２,４

０３万２,０００円は、量水器取替え１,５

６８個分を計上しております。 

 次に、４９７、４９８ページをお開き願

います。 

 ３目業務費４,２８１万７,０００円は、

水道使用料の賦課徴収に関わる営業担当職

員４名分と会計年度任用職員１名分の人件

費、検針の経費、電算事務経費などを計上

しております。前年度に比較して１２万円

の減額で、主な内容につきましては人件費

の減によるものでございます。 

 次に、４９９、５００ページをお開き願

います。 

 ４目総係費１,６５４万３,０００円は、

水道主幹の人件費と建設部長の３か月分の

人件費相当分を給与費負担金として計上し

ております。 

 中ほどの５目減価償却費、１節有形固定

資産減価償却費のうち、一番下のリース資

産４１万５,０００円は、管路管理システム

の固定資産の減価償却費分をリース資産と

して計上しております。 

 次に、５０１、５０２ページをお開き願

います。 

 ２項営業外費用、１目支払利息には、企

業債償還利息１,８７５万７,０００円を含

む利息額を計上しております。 

 ２目消費税、支払消費税１,０００円、３

目雑支出、雑費として過年度償還金２０万

円、３項予備費として５万円を計上してお
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ります。 

 次に、５０３、５０４ページをお開き願

います。 

 資本的収入であります。 

 １款、１項、１目企業債５億７１０万円

でありますが、第６条企業債で御説明させ

ていただいたとおり、予算工事参考資料で

御説明させていただきます。 

 その下、２項、１目国庫補助金１億３１

６万６,０００円は、日並浄水場耐震補強工

事、補助率４分の１と、日並浄水場から田

中配水池までの管路更新計画のうち、田中

の寺崎様宅から田中配水池までの基幹管路

送水管更新工事、補助率３分の１、国の生

活基盤施設耐震化等交付金を活用して実施

しようとするものでございます。 

 その下、３項、１目工事負担金３,６８５

万３,０００円は、国が実施している国道２

４０号豊幌の路肩拡幅に伴う布設替え工事

負担金でございます。 

 その下の４項、１目出資金、一般会計出

資金５,５４０万円は、日並浄水場耐震補強

工事と日並浄水場から田中配水池までの管

路更新でございます。 

 そのうち、更新工事について補助金など

を差し引いた残りの額で、総務省通知の繰

出し基準に基づき一般会計から繰り入れる

ものでございます。 

 次に、５０５ページ、５０６ページをお

開き願います。 

 資本的支出であります。 

 １款、１項、１目浄水配水設備費６億７,

１５０万６,０００円は、施設担当職員１名

分の人件費を含む水道管路の整備及び水道

施設整備に係る経費を計上しているもので

ございます。 

 このページの中ほどの３８節工事請負費

のうち、水道施設整備事業２億２,３２９万

円は、日並浄水場及び加圧ポンプ所の機械

電気計装設備等の更新工事を予定しており

ます。 

 その下の水道管路整備事業１億１,３１６

万８,０００円は、配水管新設工事１本、布

設替え工事７本を予定しております。 

 その下の水道施設等耐震化事業浄水場６,

２００万円は、日並浄水場の薬品沈殿池の

耐震補強工事を予定しております。 

 その下の水道施設等耐震化事業送水管２

億６,３００万円は、昭和５２年に布設され

た送水管で、基幹管路として耐震化が求め

られる重要な管理であります。布設後４０

年を経過し、事業化が可能となったことか

ら、布設替えを行うものでございます。 

 工事につきましては、後ほど、予算工事

関係資料で御説明させていただきます。 

 その下の２目業務設備費のうち、２節の

量水器筐取替費４,１２６万３,０００円

は、３８２個分の設置委託と量水器収納筺

代を計上しております。 

 その下の３目資産購入費、７節のリース

資産１２５万１,０００円は、債務負担行為

で購入している管路管理システムと長期継

続契約で購入している土木積算システムを

計上し、８節のソフトウェア購入費８２万

５,０００円は関門解析シミュレーションシ

ステムの更新のために計上しております。 

 その下の２項、１目企業債償還金１億６,

８５３万円は、財務省公営企業金融機構、

市中銀行から借り入れた企業債の償還元金

であります。 

 続きまして、予算工事関係資料について

御説明申し上げますので、別とじになって

おります図面等の参考資料の９ページをお

開き願います。 

 予算工事参考資料について御説明申し上

げます。 

 先ほど、資本的支出で御説明いたしまし

た水道施設整備事業であります。 

 水道施設の故障は、水処理及び給水に多

大な影響を与えるため、定期点検や維持管

理で施設機能の延命を図りながら、耐用年

数を考慮し、計画的に施設更新を進めるも

のでございます。 

 また、地震等の災害が発生した場合に
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も、住民生活に必要な水を安定的に供給す

るため、水道施設の耐震化事業を実施する

ものでございます。 

 図面番号①日並浄水場薬品沈殿池耐震補

強、６,２００万円は、薬品沈殿池、池その

ものの耐震補強工事を予定しております。

壁と、床面を厚くし、耐震補強を行うもの

でございまして、沈殿池は３池あり、浄水

処理に影響が出ないよう、３か年計画で完

了を予定しております。 

 補助率は４分の１、国の生活基盤施設耐

震化等交付金を活用して実施しようとする

ものでございます。 

 図面番号②日並浄水場管理棟中央監視装

置更新は、平成２７年に設置した計装設備

の更新工事で、施設全体の監視・制御を行

うものです。ソフトウェアのバージョンア

ップにより、中央監視装置サーバーの本

体、監視用ＰＣ等の更新等を行うもので、

工事費２,５２８万円を予定しております。 

 図面番号③浄水場急速ろ過池機械設備更

新は、昭和５５年に設置した機械設備の更

新工事で、ろ過砂を洗浄する装置一式の更

新工事であります。令和２年度から実施し

ている継続事業の２年目であり、工事費１

億８,１００万円を予定しております。 

 図面番号④日並浄水場水位計更新は、平

成１４年に設置した水位計の更新工事で、

着水流量を制御している計装機器であり、

工事費４１２万円を予定しております。 

 続きまして、参考資料の１０ページをお

開き願います。 

 図面番号①左上、高野第１加圧ポンプ所

の計装設備工事でありますが、平成９年に

設置したインバーターを更新する工事で、

ポンプモニターの回転数を制御する装置で

あり、工事費７０万円を予定しておりま

す。 

 図面番号②は、その下になります。 

 高区第１加圧ポンプ所の計装設備工事で

ありますが、平成８年に設置した配水流量

計、圧力発信器を更新する工事で、配水量

により異常の有無について監視を行うもの

であり、工事費６１７万円を予定しており

ます。 

 図面番号③桜沢加圧ポンプ所の計装設備

工事であります。 

 平成３年に設置した配水流量計を更新す

る工事で、配水量により異常の有無につい

て監視を行うものであり、工事費６０２万

円を予定しております。 

 続きまして、参考資料の１１ページにな

ります。 

 水道管路整備事業であります。 

 老朽化している水道管路について、計画

的な布設替えを実施するとともに、管路の

新設工事により、水道管網を整備し、安定

的な給水の継続を図るものでございます。 

 図面番号①右上になります。町道５５５

号、５５７号、国道３３４号、田中寺崎様

宅から田中配水池までの送水管布設工事で

継続事業２年目でございます。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径３００ミ

リメートル、延長２,７５６メートルの布設

替えを行い、耐震化を図るもので、工事費

２億６,３００万円を予定しております。 

 補助率は３分の１、国の生活基盤施設耐

震化等交付金を活用して実施しようとする

ものでございます。 

 図面番号②町道５３２号、報徳陽光台団

地内、中村自動車様から北側へ向かう南北

の路線で、道路整備工事に併せて配水管布

設替え工事を行うものでございます。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径７５ミリ

メートル、延長２０２メートルを布設替え

するもので、工事費１,１６６万円を予定し

ております。 

 図面番号③町道４１９号、稲美緑の苑か

ら東側の美幌中学校までの路線で、管網整

備のため配水管新設工事であります。 

 管種はポリエチレン管、管径５０ミリメ

ートル、延長１６４メートルの配水管を新

設するもので、工事費１,４６５万３,００

０円を予定しております。 
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 図面番号④国道２４３号、青山北鈴木様

宅前から安藤木工様前までの東西の路線

で、老朽管の布設替え工事を行うものでご

ざいます。 

 管種は、配水用ポリエチレン管、口径１

５０ミリメートル、延長１５０メートルを

布設替えするもので、工事費１,７７６万

３,０００円を予定しております。 

 図面番号⑤町道３５２号、青葉１丁目種

田工務店様から多津美様宅前までの南北の

路線で、道路整備工事に併せて配水管の布

設替え工事を行うものでございます。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径７５ミリ

メートル、延長１４１メートルを布設替え

するもので、工事費１,２００万３,０００

円を予定しております。 

 図面番号⑥町道５０３号、新町１丁目、

伊藤様宅前からスーパーアークス様に向か

う東西の路線で、道路整備工事に併せて配

水管布設替え工事を行うものでございま

す。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径１００ミ

リメートル、延長１４６メートルの布設替

えをするもので、工事費６６４万４,０００

円を予定しております。 

 図面番号⑦、左側になりますが、町道６

３８号鳥里１丁目、公園通加地様宅前から

網走川へ向かう村越様宅前までの東西の路

線で、老朽管の布設替え工事を行うもので

ございます。 

 管種はポリエチレン管、管径５０ミリメ

ートル、延長８９メートルを布設替えする

もので、工事費５４４万５,０００円を予定

しております。 

 図面番号⑧道道北見端野美幌線、瑞治鈴

木様宅前から、美幌バイパス交差点に向か

う佐々木様宅前までの南北の路線で、北海

道が整備する道路工事に併せて、配水管布

設替え工事を行うものでございます。 

 管種はポリエチレン管、管径４０ミリメ

ートル、延長１２０メートルの布設替えを

するもので、工事費６００万円を予定して

おります。 

 図面番号⑨、左側の下になります。 

 国道２４０号豊幌公民館より南側、杉目

様宅前から津別町に向かう石田様前までの

南北の路線で、国が整備する道路路肩拡幅

工事に合わせて配水管布設替え工事を行う

ものでございます。 

 道路拡幅に関する配水管布設替え工事

は、令和２年度に着手し、令和３年度が最

終年でございます。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径７５ミリ

メートル、延長３８８メートルと、ポリエ

チレン管、管径５０ミリメートル、延長１

２９メートルを布設替えするもので、工事

費３,９００万円を予定しております。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案書は、

２３０ページでございます。 

 議案第３６号令和３年度美幌町病院事業

会計予算について御説明を申し上げます。 

 予算書の５２０ページをお開き願いま

す。 

 令和３年度の予算計上につきましては、

診療及び施設の維持管理に必要な経常経費

のほか、給与費では、常勤医師９名分の人

件費や、屋上防水塗装補修や、受変電設備

修繕など老朽化した施設の修繕費、新型コ

ロナウイルス感染症対応の院内感染対策費

などを計上し、建設改良事業では、医療機

器の更新等に必要な予算の計上を行ったと

ころであります。 

 第１条、令和３年度美幌町の病院事業会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条の業務の予定量は、年間患者数の

入院を２万６,２８０人、外来を７万２,６

００人、１日平均患者数は、入院を７２

人、外来を３００人とし、主要な建設改良

事業の診療用医療備品購入を４,６２０万

４,０００円とするものであります。 

 第３条の収益的収入及び支出の予定額
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は、病院事業収入の総額を２０億６,７６６

万円、病院事業費用の総額を２２億１７２

万６,０００円と定めるものであります。 

 なお、収入及び支出の内容につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明を申し

上げます。 

 次に、５２１、５２２ページをお開き願

います。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額

は、資本的収入の総額を１億７,７８２万

９,０００円に、資本的支出の総額を２億

６,７８１万９,０００円とし、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額８,９９

９万円は、過年度分損益勘定留保資金で補

塡するものであります。 

 資本的収入及び支出の内容につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明を申し

上げます。 

 第５条の企業債につきましては、起債の

目的を医療機器更新等事業とし、起債の限

度額を４,６２０万円と定め、起債の方法、

利率及び償還の方法はそれぞれ記載のとお

り定めるものであります。 

 この起債につきましては、病院事業債は

元利償還額の２５％、過疎債につきまして

は元利償還額の７０％が交付税措置される

ものであります。 

 第６条の一時借入金は、一時借入金の限

度額を４億円と定めるものであります。 

 第７条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費として、職員給与費

を１０億２,９６９万８,０００円、交際費

を３０万円と定めるものであります。 

 第８条の他会計からの補助金は、一般会

計からの補助金につきましては、それぞれ

公営企業会計に対するルール分としての繰

入れを、国保会計の直診施設健康管理事業

補助金は、病院が実施する健康管理事業に

対する補助金として計上するものでありま

す。 

 第９条のたな卸資産購入限度額は、２億

２,４８０万円と定めるものであります。 

 第１０条の重要な資産の取得は、予定価

格が７００万円を超える医療機器の購入と

して、臨床化学分析装置一式、医用画像保

管装置一式を定めるものであります。 

 次に、５２３、５２４ページをお開き願

います。 

 収益的収入及び支出でございます。 

 医業収益では、入院及び外来収益は、常

勤医師９名とする体制の下、令和２年度の

診療実績を踏まえ見込んだ収益を計上し、

年間患者数及び１日当たりの収益額の見込

みにつきましては、それぞれ記載のとおり

でございます。 

 その他医業収益のうち、下から２項目め

の一般会計負担金は、公営企業会計に対す

るルール分の繰入れとし、救急医療の確保

に要する経費は交付税措置額相当分を、小

児救急に要する経費につきましては特別交

付税の基準額から算出した額を、医師確保

に要する経費につきましては医師の募集に

かかる費用等、医師確保に要する経費分を

計上するものであります。 

 その他の収益につきましては、それぞれ

記載のとおり、令和２年度の実績を踏ま

え、所要額を計上するものであります。 

 次に、５２５、５２６ページをお開き願

います。 

 医業外収益であります。 

 一般会計補助金と国保会計補助金は、予

算第８条で説明の補助金を計上するもので

ございます。 

 一般会計負担金は、企業会計に対するル

ール分の繰入れとして、それぞれ基準額に

基づき計上しておりますが、不採算地区病

院の運営に要する経費につきましては、昨

年度当初と比較して１９万８,０００円増の

１億２,８０３万２,０００円を計上するも

のでございます。 

 その下の医療提供体制等構築に要する経

費３４４万４,０００円は、新型コロナ対応

地方創生臨時交付金事業として、院内感染

対策用消耗品等の購入費用への充当分とし
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て計上するものでございます。 

 その他の収益は、令和２年度の実績見込

みを踏まえ、それぞれ計上を行うものであ

ります。 

 次に、５２７、５２８ページをお開き願

います。 

 医業費用でございます。 

 給料につきましては、常勤医師９名分と

看護師、医療技術職、事務職を合わせた正

職員９６名分と、フルタイムの会計年度任

用職員３４名分を計上し、手当等につきま

しては、パートタイムの会計年度任用職員

の期末手当を含めて、それぞれ記載の人数

分を計上するものであります。 

 賞与引当金繰入額につきましては、翌年

度の６月手当支給に係る引当金相当額を計

上するものであります。 

 報酬の臨時医師報酬は、眼科、泌尿器

科、麻酔科のほか、内科の非常勤医師及び

週末の日当直を担当する非常勤医師の報酬

を計上し、パートの会計年度任用職員１４

名分の報酬を計上するものであります。 

 次に、５２９、５３０ページをお開き願

います。 

 材料費のうち、上段から薬品費、診療材

料費、一つ飛びまして医療消耗備品費は、

令和２年度の実績等に基づく所要額を計上

し、上から３段の給食材料費につきまして

は、令和３年度の新たな取組として、入院

患者に地元の食材もしくは特産品を使用し

た入院食を楽しんでいただこうと、年４回

分の材料費として１０万円を計上するもの

であります。 

 経費の旅費交通費から一番下の印刷製本

費まで、それぞれ所要額を計上するもので

ありますが、下から６番目の消耗品費の診

療用消耗品類には、新型コロナの院内感染

防止のための消耗品として、防護服、フェ

ースシールド、アルコール消毒用品などの

購入費３４４万４,０００円を含め計上して

いるものであります。 

 次に、５３１、５３２ページをお開き願

います。 

 ５３２ページの一番上の修繕費につきま

しては、その他施設器具等修繕料の中に、

耐用年数が経過し、老朽化が進んでいる受

変電設備の改修費として５８９万４,０００

円と、昨年からの２か年事業で実施してい

る病院の屋上防水塗装補修修繕として２,１

８８万４,０００円を含め計上しているもの

であります。 

 その下の保険料から諸会費まで、それぞ

れ所要額を計上しておりますが、下から３

項目め、手数料の一番上、医師・薬剤師紹

介手数料につきましては、医療人材確保の

ため、常勤医師３名、非常勤医師１名、薬

剤師１名分の人材紹介手数料を計上するも

のであります。 

 次に、５３３、５３４ページをお開き願

います。 

 一番上の貸倒引当金繰入額から交際費ま

でと減価償却費、資産減耗費の各項につき

ましては、それぞれ所要額を計上するもの

であります。 

 研究研修費の謝金につきましては、外部

医師による手術介助謝礼、研修会の講師謝

礼、外部医師との情報交換謝礼を計上する

ものであります。 

 図書費につきましては、医師、看護師等

の参考図書類及び診療報酬改定等の参考図

書の購入費を計上するものであります。 

 旅費及び研究雑費につきましては、医師

の学会参加や看護職、医療技術職員の研修

会参加のための旅費及び参加負担金などを

計上するものであります。 

 次に、５３５、５３６ページをお開き願

います。 

 医業外費用でございます。 

 上段の企業債償還利息から消費税につき

ましても、それぞれ記載のとおり所要額に

ついて計上するものであります。 

 次に、５３７、５３８ページをお開き願

います。 

 資本的収入でございます。 
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 出資金の一般会計出資金は、公営企業会

計に対するルール分の繰入れとして、企業

債の元金償還充当分について計上し、企業

債につきましては、予算第５条で説明の医

療機器更新等事業の財源充当のための企業

債の借入れを予定するものであります。 

 次に、５３９、５４０ページをお開き願

います。 

 資本的支出でございます。 

 建設改良費の有形固定資産購入費、機械

及び備品購入費には、医療機器更新等事業

として、第１０条に定める臨床化学分析装

置、医用画像保管装置のほか、電動低床ベ

ッド、人工呼吸器など、耐用年数を経過し

た医療機器更新等の費用を計上するもので

あります。 

 企業債償還金は、企業債の元金償還金を

計上するものであります。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ３時０７分 延会   

  



－ 206 － 

 

 

    美 幌 町 議 会 議 長 

 

 

         署 名 議 員 

 

 

         署 名 議 員 


